


　女性と男性が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかか

わりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会

の実現は、21 世紀の我が国社会を決定する最重要課題です。

　そのためには、国における取組に加えて、国民の生活に身近な地域社会か

ら男女共同参画を進める必要があります。

　山陽小野田市は、男女共同参画社会の実現を目指して、市や市民、事業者

が協働して男女共同参画の推進に取り組むための理念やしくみを定めた「山

陽小野田市男女共同参画推進条例」を平成 17 年 3 月 22 日に施行するなど、

さまざまな施策の推進を図っています。

　本事業は、山陽小野田市が男女共同参画宣言都市となり、市、市民、事業

者が一体となった男女共同参画社会づくりに取り組む気運を醸成するととも

に、本市の積極的な取組の姿勢を市の内外に発信することを目的とします。
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プ ロ グ ラ ム

12：20	 開場、受付
13：00	 開　会
　　　　	 オープニングアトラクション（20分）
　　　　	 （「山陽小野田少年少女合唱団」）

13：20	 式　典
　　　　	 主催者あいさつ
　　　　	 来賓祝辞

13：40	 市長声明と、会場参加者による宣言文唱和

13：50	 内閣府からの報告

14：10	 記念行事第1部
　　　　	 「第１４回女

ひと

と男
ひと

の一行詩入賞作品発表・鑑賞会」

15：10	 休　憩

15：25	 記念行事第２部
　　　　	 パネルディスカッション（40分）
　　　　	 「知っちょる？やまぐち男女共同参画推進事業者って」
　　　　	 ～やまぐち男女共同参画推進事業者の職場での取り組みについて～
　　　　	 パネリスト：市内の認証事業者
　　　　	 オブザーバー：宇部フロンティア大学　相原次男教授
　　　　	 コーディネーター：市長

16：00	 閉　会
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　　　　 内閣府男女共同参画局調査課分析官　高村 静

　本日は、山陽小野田市と内閣府の共催事業である平成２４年度男
女共同参画宣言都市記念式典にお集まりいただきまして、どうもあ
りがとうございます。厚くお礼申し上げますとともに、皆様方の日
ごろからの男女共同参画社会の実現に向けた御尽力に、改めて敬意
を表します。
　男女共同参画社会は、女性にとっても男性にとっても生きやすく、
そして誰もが意欲と能力とに応じて希望を持って活躍できる、生き
生きと暮らせる社会です。こうした社会の実現のためには、それぞれの地域の特色を生かしながら、行政、企業、
地域団体、そして住民お一人お一人が一体となっての活動が必要です。
　国におきましては、第３次男女共同参画基本計画に掲げられた事項を着実に実行するとともに、地域における
男女共同参画推進の核となる自治体、男女共同参画センター、ＮＰＯなどの各種団体が連携を深められ、社会全
体に取り組みの輪が広がるよう応援してまいりたいと思っております。
　本日の記念式典を通じまして、幅広い視点から議論と、そして交流とが深められ、その成果をお一人お一人の
男女共同参画社会づくりの活動に生かしていただきますよう、心より御期待申し上げております。
　最後に、本日の開催に当たりまして多大なる御尽力をいただきました山陽小野田市並びに御関係者の皆様に心
から感謝申し上げますとともに、お集まりの皆様の一層の御活躍、御健勝を祈念いたしまして、私の挨拶とさせ
ていただきます。ありがとうございました。

　　　　 山陽小野田市長　白井 博文

皆さん、こんにちは。前は来賓席です。１０月１日から赤い羽根募
金運動が始まります。啓発用につけております。よろしくお願いし
ます。
　このたび、これまでの山陽小野田市の事業の実績が評価されまし
て、内閣府と共催で男女共同参画宣言都市記念式典を開催すること
ができる運びとなりました。
　平成１０年６月に全国で７番目の宣言都市として名乗りを上げた
宇部市に次いで、県下では２番目の男女共同参画宣言都市となります。
　男性も女性も、持てる個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、２１世紀の最重
要課題の１つとして位置づけられ、国もさまざまな方策の投げかけを行っております。その１つに男女共同参画
宣言都市奨励事業がありまして、より効果的に男女共同参画社会づくりの啓発を行うため、毎年、国が全国から
５つないし６つの市を選定していますが、今年は山陽小野田市もその中に選んでいただきました。
　男女共同参画社会の実現は、誰もが自分らしく生き生きと暮らせる社会づくりであります。山陽小野田市は、
このような社会の実現に向けて着実に前進するため、市民、事業者、その他団体の皆様方とともに、精いっぱい
努力する決意でおりますので、皆さんの変わらぬ御協力をぜひお願いいたします。
　以上です。どうぞよろしくお願いします。

主催者あいさつ
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　　　　 山口県知事　山本繁太郎 氏
　　　（代読：山口県環境生活部次長　重政 義貴）

　皆さん、こんにちは。私は県の環境生活部の次長をしております
重政と申します。本日、知事が所用で今日の会合に出席がかないま
せん。知事からメッセージを預かってまいっておりますので、私か
ら御披露させていただきます。
　本日ここに、山陽小野田市男女共同参画宣言都市記念式典が盛大
に開催されますことを心からお祝い申し上げます。
　さて、人口の減少や急速な少子高齢化の進展、景気・雇用情勢の低迷など、我が国の社会経済状況が大きく変
化する中、国におかれましては、男女が社会の対等なパートナーとして、その個性と能力を発揮することができ
る男女共同参画社会の実現に向け、社会制度や慣行の見直しを初め、男女の役割分担等の意識改革や、仕事と生
活の調和の普及などの施策を推進されているところです。
　また、山陽小野田市におかれましても、平成１９年に山陽小野田市男女共同参画推進条例に基づくさんようお
のだ男女共同参画プランを策定されるとともに、身の回りで感じる男女平等への思いを読んだ「女（ひと）と男（ひ
と）との一行詩」コンテストの開催や、全国に先駆けた「女性の日」の創設など、市独自の取り組みを積極的に
進められております。
　こうした中、これまでの取り組みを充実強化するために、本日、県内で２番目となります男女共同参画都市宣
言をされます。申すまでもなく、男女共同参画社会の実現に向けては、地域と一体となった取り組みが重要であ
りますことから、県におきましても、昨年３月に改定した山口県男女共同参画基本計画のもと、市町と連携しな
がら、働く場における男女共同参画の普及啓発や市議会等への女性の参画促進、認証制度による事業者等の自主
的な取り組みへの支援などを行ってきたところです。
　私は、本日の宣言により、山陽小野田市における取り組みがさらに各地域に浸透し、他の市町にも波及するこ
とを願うものであります。そして、こうした皆様方の取り組みが、私が目指す「輝く　夢あふれる山口県」の実
現につながるものと、大きな期待をしております。
　御臨席の皆様方におかれましては、今後とも男女共同参画社会の実現に向け、御支援、御協力を賜りますよう
お願い申し上げます。
　終わりになりますが、本日の記念式典を契機として、山陽小野田市がさらなる御発展を遂げられますよう祈念
いたしまして、お祝いの言葉といたします。
　平成２４年９月２９日、山口県知事、山本繁太郎。代読させていただきました。
　本日は大変おめでとうございます。

　　　　 山陽小野田市議会議長　尾山 信義 氏

　皆さん、こんにちは。市議会議長の尾山でございます。市議会を
代表して、一言、お祝いの言葉を申し上げます。
　本日ここに、山陽小野田市男女共同参画宣言都市の記念式典が、
内閣府と共催のもと、このように盛大に開催されますことを大変お
喜びを申し上げたいというふうに思います。お集まりの皆様方にお

来賓あいさつ
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かれましては、平素から男女共同参画社会の実現を目指した活動に積極的に取り組んでおられますこと、まずもっ
て深く敬意を表したいというふうに思います。
　本市では、平成１９年、さんようおのだ男女共同参画プランを策定をされ、さらに平成２２年には全国に先駆
け１０月１日を「女性の日」と定められ、そしていよいよこの後、都市宣言の声明がなされようとしておるとこ
ろでございます。
　思い起こせば、私が市議会議員に初当選をした当時、市長に行った最初の一般質問が男女共同参画社会づくり
の必要性を訴えたものでありました。そうした中から、本日の記念式典は万感ひとしお胸に迫るものがある思い
でございます。
　今後、性別を超えて、互いに対等なパートナーとして理解をし、個々の能力を最大限に生かすことのできる豊
かな社会の実現を図るためには、家庭や地域において個人の尊厳を認め合うことが何よりも重要であり、本日を
契機とした、お互いの立場を見つめ直す絶好の機会になることを期待をするものでございます。
　同時に、私ども市議会といたしましても、男女共同参画社会の実現に向けて、市や市民の皆様とともに、なお
一層努力をしてまいりたいというふうに考えております。
　結びに当たり、本日の記念式典の御成功と、御臨席の皆様方の御健勝、御多幸を御祈念を申し上げまして、市
議会を代表しての御挨拶とさせていただきたいと思います。
　本日はまことにおめでとうございます。

　　　　 宇部市長　久保田 后子 氏

　皆様、こんにちは。御紹介いただきました宇部市長の久保田でご
ざいます。本日は、山陽小野田市の男女共同参画宣言都市の記念式
典、このように盛大に開催されますことを心からお祝いを申し上げ
ます。
　山陽小野田市さんとは、今年の４月に消防の分野で、住民の安心・
安全ということで、一緒に消防、救急をやりましょうということで、
消防局となったところでございます。そして、続いて本日、男女共
同参画の都市宣言をされるということで、大変うれしく頼もしく思っております。
　御紹介いただいたように、私ども宇部市は平成１０年ということで、もう１４年になります。ざっとちょっと
御紹介いたしますと、宣言都市、私、当時、市議会議員で、この宣言をしようということに深くかかわった者の
一人でございますが、それからずっと男女共同参画の条例、また基本計画、また配偶者暴力の相談支援センター、
あるいは暴力防止、ＤＶの防止の基本計画、そしてまた子育て支援、仕事と家庭の両立の振りかえ、そういう制
度の設計、それからまた女性の人材バンク、それから女性の情報誌「パレット」の発行等、１４年も宣言都市を
続けておりますと、いろんな取り組みが広がってまいりました。
　そして、私自身も、今、市長としても３年、ちょうど終わったところでございますが、市長になるに当たりまして、
マニフェストに審議会等の委員の５０％という高い目標を掲げました。３０％ぐらいのところからスタートして、
今、既に４５. ２％まで参りまして、公約で２５年度末までに５０％ですので、到達が視野に入ってまいりました。
　そして、各分野でも、今、宇部市は教育委員長さんも女性、そして宇部市の老人連合会の会長も女性、子ども
会の育成会連合会も女性ということで、各分野に女性が活躍をし、決定の場に進出をされてきております。
　そして、今申しましたような審議会等の委員に女性が増えるということは、幅広く行政への参画にもつながっ
ていると思っております。
　副市長の決裁でも、私のところでもそうですが、新しい委員さんのリストで、比率がきちっと達成していない
ものはなかなか決裁の印が押されないということがわかりましたから、職員のほうも必死で人材の掘り起こし、
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そして人材バンクもつくりましたので、さまざまなジャンルの方々の御登録をいただいて、そういういい循環、
御登録いただいて、活躍されている方も見えてくる、そしてまたそういう方々に新たな活躍の場も私どもからも
お願いをしていくという、そういう循環になってきていると思いますので、もちろんいろんな課題はございます
が、先ほど来、お話がありましたように、男女共同参画というのが女性が女性の権利のために主張していくとい
うように誤解をされている方、もう今はいらっしゃらないと思います。女性にとってだけではなく、男性にとっ
ても、誰にとっても大切なこと、そして暮らしやすい社会づくりのための基盤になると。
　今、政府においては、日本の再生、あるいは成長戦略のためにも、男女共同参画というのは重要な基盤になる
ということで、法的にもきちっと位置づけられているわけでございますので、こういうふうにして本市と、また
お隣のとりわけ仲のいい私たち両市で一緒に宣言をして、また取り組んでいけるということは、私も大変心強く
思っているところでございます。
　そしてまた、両市が抱える地域の雇用の問題、経済の問題、やはり今、白井市長とも一緒に取り組んでいこう
と、いろいろ情報交換をしているところでございます。
　厳しい社会情勢ではありますが、それを嘆くのではなくて、いろんな新しいチャレンジをしていく、いつの時
代も困難はあります。それを力を合わせることで、また創意工夫することで、道は切り開かれるものと思ってお
ります。苦難、困難は人を強くすると言われます。それはまちづくりも一緒だと思います。このような時代だか
らこそ、ともに手を携えて、元気な地域づくりに邁進できたらと願っております。
　山陽小野田市におかれましては、本日の男女共同参画の都市宣言が大きな一歩になるものと私も確信をしてお
ります。どうぞこれからますます御発展されますように、そして山陽小野田市の市民の皆様の御健康、そしてま
た福祉の向上を心からお祈りを申し上げます。
　まことにおめでとうございます。
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　続きまして、いよいよ男女共同参画都市宣言を行いますが、舞台準備のため、しばらくお待ちくださいませ。
司会（井上京子）
　それでは、ただいまから市長声明と会場参加者によります宣言文唱和をいたします。
　皆様、お配りしておりますプログラムを開いていただきまして、左ページ、四角の枠の中の都市宣言文をごら
んください。
　今から、市長が声明文を読み上げます。その後、私が皆さんにこのように合図を送ります。合図を送りましたら、
宣言文の表題「山陽小野田市男女共同参画都市宣言」からずっと最後の「平成２４年９月２９日、山陽小野田市」
まで、会場全体で大きな声で高らかに読み上げてください。よろしいでしょうか。御唱和お願いします。そして、
唱和の後は、祝賀の意味を込めまして、拍手でお願いします。皆さん、よろしいでしょうか。
　それでは、まず市長が声明文を読み上げます。市長、どうぞ。
山陽小野田市長（白井博文）
　まず、導入部として、市長声明を申し上げます。
　山陽小野田市は、平成１７年３月、山陽町と小野田市の合併により誕生しました。山陽小野田市と、こうなり
ました。合併と同時に、男女共同参画推進条例を施行しました。男女共同参画プランをその２年後の平成１９年
６月に策定しました。これによりまして、その後の５年間、さまざまな施策を積極的に展開してきました。
　しかし、男女差別の根源である固定的な性別役割分担が根強く残る家庭や地域、そして職場の慣習を変えてい
くのは並大抵なことではありません。
　バブルの崩壊後、私たちはさまざまな社会問題、少子高齢化、児童虐待、自殺、ＤＶ、景気の低迷などの諸問
題を抱えております。その解決に向けて、未来を担う若者や子供たちへ少しでもよりよい社会をつくりつなげて
いくことは、少し前に生まれた私たちの責務であるのではないかと考えております。
　その解決策の１つとして、男女共同参画社会づくりへの取り組みがあります。本市が男女共同参画の推進・啓
発事業として、男女共同参画社会基本法が制定された平成１１年から「女（ひと）と男（ひと）の一行詩」を
１４年間継続していることや、平成２２年度に全国に先駆けて「女性の日」を創設し、男女共同参画推進に尽力
していることを内閣府から認めていただき、このたび内閣府との共催事業が実現するに至りました。内閣府の温
かい御支援と関係各位の深い御理解と多大な御協力に対し、深く感謝を申し上げます。
　本日ここに、市を挙げて男女共同参画社会づくりに取り組む姿勢を市の内外にアピールし、市の総合計画と男

市長声明と宣言文唱和
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女共同参画プランに基づく施策を総合的かつ計画的に推進していくとともに、男女共同参画宣言都市として、市
民、事業者、各種団体の皆様とのなお一層の連携と協働の強化に取り組んでいく決意を改めて表明するものであ
ります。
　市長声明は以上です。
司会（井上京子）
　続いて、いよいよ宣言文の唱和です。恐れ入ります、皆様、御起立くださいませ。よろしいでしょうか。
　それでは、皆さん、大きな声で、どうぞ。

〔宣言文唱和〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山陽小野田市男女共同参画都市宣言
　山陽小野田市は、歴史ある　自然豊かな　先人の偉業を受け継ぐまちです。
　わたしたちは、このまちを誇りとし、女（ひと）と男（ひと）、誰もが自分らしく生きがいを持って輝けるま
ちをめざし、ここに男女共同参画都市を宣言します。
　一、めざします。女（ひと）と男（ひと）、互いに認め、互いのよさを引き出して、あらゆる分野に対等に参
画するまちへ
　一、めざします。女（ひと）と男（ひと）、喜びと責任を分かち合い、支え合い、協働するまちへ
　一、めざします。女（ひと）と男（ひと）、互いに自分らしく輝ける、未来につながるまちへ
　　　平成２４年９月２９日　山陽小野田市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〔拍手〕

司会（井上京子）
　ありがとうございました。これで、山陽小野田市は男女共同参画宣言都市の仲間入りをいたしました。どうぞ
御着席くださいませ。ありがとうございました。
　山陽小野田市は、今後とも男女共同参画社会の実現に向けて、市民の皆さんとともに歩んでまいりますので、
皆さんの御理解と御協力をよろしくお願いいたします。
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男女共同参画社会の 
実現をめざして 

平成２４年９月２９日 
内閣府 男女共同参画局 

1 

男女共同参画社会とは 

参考：内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（平成２１年１０月）より作成 

⇒男性も女性も全ての個人が、喜びも責任も分かち合い、 
  その能力・個性を十分発揮することができる社会 

職場に活気 家庭生活の充実 地域力の向上 

ひとりひとりの豊かな人生 
 

仕事、家庭、地域生活など、多様な活動を自らの希望に沿った形で 
展開でき、男女がともに夢や希望を実現 
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男女の地位の平等感 

２ 

男女共同参画に関する意識 

参考：内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（平成２１年１０月）より作成 

固定的性別役割分担意識<経年変化>夫は外で働き妻は家庭を守るべき 

３ 

男女共同参画に関する意識 

参考：内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（平成２１年１０月）より作成 
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４ 

男女共同参画に関する国際的な指標 

参考：２０１１年公表 国連開発計画(UNDP)「人間開発報告書」及び世界経済フォーラム「グローバル・ジェンダー・ギャップ報告書」より作成 
 

HDI GII GGI （人間開発指数） （ジェンダー不平等指数） （ジェンダー・ギャップ指数） 

１２位／１８７か国 
順位 国名 HDI値 

1 ノルウェー 0.943 

2 オーストラリア 0.929 

3 オランダ 0.910 

4 米国 0.910 

5 ニュージーランド 0.908 

6 カナダ 0.908 

…
 

…
 

…
 

12 日本 0.901 

順位 国名 GII値 

1 スウェーデン 0.049 

2 オランダ 0.052 

3 デンマーク 0.060 

4 スイス 0.067 

5 フィンランド 0.075 

6 ノルウェー 0.075 

…
 

…
 

…
 

14 日本 0.123 

順位 国名 GGI値 

1 アイスランド 0.853 

2 ノルウェー 0.840 

3 フィンランド 0.838 

4 スウェーデン 0.804 

5 アイルランド 0.783 

6 ニュージーランド 0.781 

…
 

…
 

…
 

98 日本 0.651 

１４位／１４６か国 ９８位／１３５か国 

「長寿で健康な生活」、「知識」及び「人間らし
い生活水準」という人間開発の３つの側面を
測るもの。 
（平均寿命、１人あたりGDP、就学率 等） 
 

国家の人間開発の達成が男女の不平等に
よってどの程度妨げられているかを明らか
にするもの。（妊産婦死亡率、国会議員女
性割合、中等教育以上の教育を受けた人
の割合（男女別） 等） 

経済、教育、保健、政治の各分野毎に各使
用データをウェイト付けして総合値を算出。
その分野毎総合値を単純平均してジェン
ダー・ギャップ指数を算出。 
０が完全不平等、１が完全平等。 

５ 

ジェンダー・ギャップ指標 

参考：世界経済フォーラム「グローバル・ジェンダー・ギャップ報告書」より作成 

GGI 

日本は１３５か国中９８位 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

経済参画（100/135）
Economic Participation 

and Opportunity

教育（80/135）
Education Attainment

政治参画（101/135）
Political 

Empowerment

健康（1/135）
Health and Survival

Sample average
（平均値）
Japan 
(日本 98位/135か国中)
Iceland  
(アイスランド 1位/135か国中)
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６ 

各分野における「指導的地位」に
占める女性の割合 

参考：「女性の政策・方針決定参画状況調べ」（平成24年1月）より。原則として平成23年のデータ。ただし、＊は 平成22年のデータ。ただし、
★印は、第3次男女共同参画基本計画（平成22年12月17日閣議決定）において当該項目又はまとめた項目が成果目標として掲げられてい
るもの。 
 

国連ナイロビ将来戦略勧告（1990年）に
おいて、「指導的地位に就く婦人の割合
を、1995年までに尐なくとも30％にまで
増やす」との数値目標を設定 

「社会のあらゆる分野において、2020年
までに、指導的地位に女性が占める割合
が、尐なくとも３０％程度になるよう期
待」（（平成15年６月20日男女共同参画
推進本部決定）） 

７ 

年齢階層別人口の将来推計 

参考：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成２４年１月集計）」より作成 

労働力人口や消費者の減尐により成長力低下の恐れ 

高齢者を支
える人数
2.6人 

高齢者を支
える人数
1.3 人 
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８ 

就業の分野における男女共同参画の状況 

 女性の年齢階層別潜在的労働力   女性の年齢階層別労働力率[国際比率] 

参考：１．総務省「労働力調査（詳細集計）」（平成２２年平均）より作成。 
    ２．年齢階級別潜在的労働力率＝（労働力人口（年齢階級別）＋非労働力人口のうち 
      就業希望者（年齢階級別））／人口（年齢階級別）。 
 

参考： １．「労働力率」・・・15歳以上人口に占める労働力人口（就業者＋完全失業者）の割合。 
    ２．アメリカの「15～19歳」は、16から19歳。 
    ３．日本は総務省「労働力調査（詳細集計）」（平成２２年）、その他の国はILO「LABORSTA」より作成。 
    ４．日本は平成２２（２０１０）年、韓国は平成１９（２００７）年、その他の国は平成２０（２００８）年時点 
      の数値 

９ 

女性労働力率および就業希望者率 

 労働力人口や消費者の減尐により成長力低下の恐れ 

参考：総務省「労働力調査（詳細集計）」（平成２２年）より作成。 
注）：年齢階級ごとの１５歳以上人口に占める労働力人口及び自営業主を割合を示している。自営業主には家族従業者、内職者は含まない。 
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１０ 

家庭における意思決定 

 例えば日常的な買い物の意思決定の９割に妻が関与 

資料：「平成22年版 男女共同参画白書」第１－特－18図より作成。 
注１：原データは内閣府「男女の消費・貯蓄等の生活意識に関する調査」（平成22年）。 
 ２：有配偶の男性（N=3023），女性（N=3409)に尋ねたもの。 
 ３：「妻」は女性の「自分」＋男性の「配偶者」の回答の合計。 
 ４：「夫」は男性の「自分」＋女性の「配偶者」の回答の合計。 

１１ 

今後お金をかけたい消費分野（女性） 

ライフスタイルの違いによる「今後お金をかけたい分野」 

資料：「平成22年 男女共同参画白書」第１－特－22図より作成。 
注１：内閣府「男女の消費・貯蓄等の生活意識に関する調査」（平成22年）より作成。  
  ２：「将来お金をかけたいものをお知らせください（複数回答）」との問いに対し「お金をかけたい」「まあお金をかけたい」と回答した者の合計。 
  ３：20～40代の女性のうち，有配偶かつ未就学の子どもをもつ者（N=611)を対象に集計。 
  ４：「職業をもたない，結婚や出産後は職業をもたない」は，「現在無職で働いたことがない」人，「結婚，出産，育児等家庭の事情で離職し，今後は働きたくない」人の合計（N=65）。  
  ５：「結婚，子育て後も職業を持つ」は「現在有職で，離職経験がない」人，「結婚，出産，育児等家庭の事情で離職したが1年以内に復職（育児休業等休業以外）した」人， 
    「結婚，出産，育児等家庭の事情で離職し現在無職だが将来就業したい」人の合計（N=546)。 
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１２ 

今後お金をかけたい消費分野（男性） 

ライフスタイルの違いによる「今後お金をかけたい分野」 

資料：「平成22年 男女共同参画白書」第１－特－21図より作成。 
注１：内閣府「男女の消費・貯蓄等の生活意識に関する調査」（平成22年）より作成。  
 ２：「将来お金をかけたいものをお知らせください（複数回答）」との問いに対し「お金をかけたい」「まあお金をかけたい」と回答した者の合計。  
 ３：20～40代の男性のうち，有配偶かつ未就学の子どもをもつ者（N=616)を対象に集計。  
 ※「積極的に育児をする男性」は，ここでは、配偶者との間で育児を5割以上分担すると答えた男性（N=132）。 
 

１３ 

女性の働き方の希望と現実 

（ライフステージ別） 

参考１：内閣府「女性のライフプランニング支援に関する調査報告書（平成１９年３月）」より作成。 
   ２：「自営・家族従業等」には、「自ら起業・自営業」、「自営の家族従事者」を含む。「契約・派遣等」には、「有期契約社員、嘱託職員」、 
     「派遣社員」を含む。 
   ３：調査対象は、３０～４０歳代の女性である。 
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１４ 

仕事と生活の調和の希望と現実 

参考１：内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査（平成21年10月調査）」により作成。 
   ２：「生活の中での、「仕事」、「家庭生活」、「地域・個人の生活」（地域活動・学習・趣味・付き合い等）の優先度についてお伺いします。 
      まず、あなたの希望に最も近いものをこの中から１つだけお答えください。 それでは、あなたの現実（現状）に最も近いものをこの中 
      から１つだけお答えください。」への回答。  
 

１５ 

男性の育児参加への希望と現実 

参考１：内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査（平成21年10月調査）」により作成。 
   ２：「生活の中での、「仕事」、「家庭生活」、「地域・個人の生活」（地域活動・学習・趣味・付き合い等）の優先度についてお伺いします。 
      まず、あなたの希望に最も近いものをこの中から１つだけお答えください。 それでは、あなたの現実（現状）に最も近いものをこの中 
      から１つだけお答えください。」への回答。  
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仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）が実現した社会とは、 
「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、  
 家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて 
 多様な生き方が選択・実現できる社会」 

「仕事と生活の調和憲章」と「行動指針」に基づき、官民一体となって、取組を進めています。 

就労による 
経済的自立 

多様な 
働き方・生き方の選択 

健康で豊かな生活のための 
時間の確保 

「働き方」をみんなで見直して、 
「時間」をつくり出しましょう。 
そして、つくり出した「時間」で、 

それぞれの方が「何をする」かが大切です。 

「柔軟な働き方」を実
現することで、 

男女ともに「希望」に
沿った生き方を 
実現しましょう。 

男性も女性もあらゆる世代の誰もが 
仕事や子育て、介護、自己啓発、地域活動など様々な活動を 

自分の希望するバランスで展開でき、 
「仕事の充実」と「仕事以外の生活の充実」の好循環をもたらします。 

１６ 

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス） 

1 

第３次男女共同参画基本計画の概要 

男女共同参画社会とは 

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野に
おける活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、
社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会 

（男女共同参画基本法第２条） 

すなわち 

男性も女性も全ての個人が、喜びも責任も分かち合い、その能力・個性を 

十分発揮することができる社会 

① 経済社会情勢の変化等に対応して、 重点分野を新設 

② 実効性のあるアクション・プランとするため、それぞれの重点分野に「成果目標」を設定 

③ 2020年に指導的地位に女性が占める割合を尐なくとも30％程度とする目標に向けた取組を推進 

④ 女性の活躍による経済社会の活性化や「Ｍ字カーブ問題」の解消も強調 
１７ 
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１８ 

第３次男女共同参画基本計画の概要 

第１分野   
政策・方針決定過程への女性の
参画の拡大 

重点分野 

第３分野  
男性、子どもにとっての男女共
同参画★ 

第２分野   
男女共同参画の視点に立った
社会制度・慣行の見直し、意
識の改革 

第４分野   
雇用等の分野における男女の
均等な機会と待遇の確保 

第５分野   
男女の仕事と生活の調和    

第６分野   
活力ある農山漁村の実現に向け
た男女共同参画の推進 

第１１分野   
男女共同参画を推進し多様な選
択を可能にする教育・学習の充
実 

第１０分野   
生涯を通じた女性の健康支援 

第８分野  
高齢者、障害者、外国人等が安
心して暮らせる環境の整備★ 

第７分野  
貧困など生活上の困難に直面す
る男女への支援★ 

第９分野   
女性に対するあらゆる暴力の
根絶 

第１２分野  
科学技術・学術分野における男
女共同参画★ 

第１４分野  
地域、防災・環境その他の分野
における男女共同参画の推進★ 

第１３分野   
メディアにおける男女共同参画
の推進 

第１５分野   
国際規範の尊重と国際社会の 
「平等・開発・平和」への貢献 

●女性に対する暴力をなくすための広報・啓発活動 
 ◇「女性に対する暴力撤廃国際日（11月25日）」（平成１１年、国連） 
 

 ◇女性に対する暴力をなくす運動（毎年11月12日～同月25日） 
 

 ◇予防啓発のための研修の実施 

女性に対するあらゆる暴力の根絶に向けた取組 
 

●配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（DV防止法） 
 ◇配偶者暴力相談支援センター 
   ※相談、一時保護 
   →市町村における支援センターの数 21か所（平成22年）→100か所（平成27年） 
     （第３次男女共同参画基本計画） 
 
 ◇保護命令 
   ※被害者、その子又は親族等への接近禁止命令、 
     電話等禁止命令、退去命令 
 
 ◇国、地方公共団体による基本方針・基本計画の策定 
   ※国・都道府県は義務、市町村は努力義務 

女性に対する暴力根絶のための
シンボルマーク 

１９ 
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大きな揺れから津波が 
来ると思ったから 
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テレビやラジオで津波についての 
放送を見聞きしたから 

家族または近所の人が 
避難しようといったから 

近所の人が避難していたから 

会社や同僚が避難しようと 
いったから 

消防の人が避難を 
呼びかけていたから 

(%) 

避難したきっかけ（男女別・複数回答） 

女性（n=468） 

男性（n=295） 

（備考） 
１．内閣府・消防庁・気象庁共同調査「津波避難等に関する調査」（平成23年）を基に， 
     内閣府男女共同参画局による男女別集計。 
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（備考） 
１．警察庁「東北地方太平洋沖地震による死者の死因等について【23.3.1124.3.11】」及び 
     総務省「国勢調査」（平成22年）より作成。 

□被災３県の人口構成   ■東日本大震災死者数構成 

２０ 

死者数
8,363人 

死者数
7,360人 

3.2 

6.5 

3.5 

11.5 

0 5 10 15

女性 

(n=2,888) 

男性 

(n=1,805) 

女性 

(n=765) 

男性 

(n=633) 

（％） 

岩手県 
陸前高田市 

  宮城県石巻市 
  雄勝地区 
  牡鹿地区 

（備考） 
１．厚生労働科学研究「東日本大震災被災者の健康状態等に関する調査」研究班 
  （研究代表者：林 謙治国立保健医療科学院長）資料より作成。 
２．東日本大震災の被災者を対象に，健康状態について長期間追跡調査を行うもので， 
  健康診査を受診し，アンケート調査に回答した18歳以上の人（ただし，飲酒量に 
  関する設問は20歳以上）が集計対象。 

飲酒量が増加した人の割合 

32.3 

52.4 

32.3 

46.9 

23.3 

19.8 

17.5 

20.7 

44.4 

27.7 

50.2 

32.4 
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女性 

(n=2,961) 

男性 

(n=1,846) 

女性 

(n=765) 

男性 

(n=633) 

不眠症の疑いなし 不眠症の疑いが尐しある 

岩手県 
陸前高田市 

宮城県石巻市 
雄勝地区 
牡鹿地区 

  

（備考） 
１．厚生労働科学研究「東日本大震災被災者の健康状態等に関する調査」研究班 
  （研究代表者：林 謙治国立保健医療科学院長）資料より作成。 
２．東日本大震災の被災者を対象に，健康状態について長期間追跡調査を行うもので， 
  健康診査を受診し，アンケート調査に回答した18歳以上の人（ただし，飲酒量に 
  関する設問は20歳以上）が集計対象。 

（％） 

睡眠に関する状態 
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 ○物資の備蓄や提供に関する問題 

・生理用品、おむつ、粉ミルクがない。 

  また、粉ミルクはあっても哺乳ビン、離

乳食がない。 

・女性用下着や生理用品が届いても、 男

性が配布しているため、もらいに 行き

づらい。 

○避難所運営に関する問題  

 ・授乳や着替えをする場所がなく、女性が布団の中で 

  周りの目を気にしながら着替える。 

 ・女性用の物干し場がないため、下着が干せない。 

 ・女性が起きたら、知らない男性が横に寝ていた。  

 ・瓦礫処理を行う男性には日当が出るが、女性は当  

  然のように、何十人分もの炊き出しを割り振られ、  

  日当は出ない。1日中、食事の用意や片付けに追わ 

  れ、子供の面倒や両親の介護が十分に行えない。  

・平時における防災の検討や避難所運営等災害現場での意思決定に女性が参画していない。  
・防災・震災対応に女性の視点が入らず、配慮が足りない。 
・震災が起き、固定的性別役割分担が、更に強化。 
 

＜発災後、浮かび上がった問題点＞ 

＜具体例＞ 

都道府県防災会議に女性が占める割合：4.5％（6都府県では女性委員がゼロ）、避難所運営の中心を担う自治会長の96％近くが男性 

２２ 

    
 
  
     

  

   

 

 

 

     

 

 

 

 

◆災害が与える影響は男女で異なることがある 

◆女性、子育て家庭の視点やニーズへの配慮が必要 

◆女性に対する暴力の増加や男性の孤立化等への対応が必要 

◆防災計画の策定、避難所の運営、復興過程における意思決定への 

  女性の参画が必要 
  

子育て中の女性、高齢者、障害者等の災害による影響を受け
やすい人々への配慮をするとともに、女性や様々な人が参画
することが災害に強い社会づくりに繋がる 
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女性の参画の促進（１） 

◆都道府県地方防災会議 

女性委員の割合
女性委員がゼロ 

平成24年４月 
４．５ ％ 
６ 都県 

◆女性自治会長の割合 

◆女性議員がゼロの地方議会 

・・・ 
・・・ 

平成23年４月 
３．５ ％  

12 都府県 

目標（平成27年） 
 

０ 都道府県 

目標（平成27年） 
１０％ 

平成23年 
４．３％ 

平成22年 
４．１％ 

 
市議会 
町村議会 

全体 
８０９市 
９４１町村 

女性議員ゼロ 
５７市 

３５８町村 
・・・ 
・・・ 

２４ 

（平成２２年現在） 

（参考）男女共同参画白書 他 

◆ 高い緊要度 

◆ 実質的な機会の平等の確保 

◆ 多様性の確保 

ポジティブ・アクションの必要性 

ポジティブ・アクションの手法 
 ◆ 多様な手法（例） 

  ①クオータ制 
    枠などを設定することによって、その実現を確保する方式 
  ②ゴール・アンド・タイムテーブル方式 
    達成すべき目標と達成までの期間の目安を示してその実現に努力する  
  ③研修の機会の充実、仕事と生活の調和など基盤整備を推進する方式 
  

女性の参画の促進（２） 

基本問題・影響調査専門調査会
報告書（24年2月）より 

２５ 
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１ 政治分野 

○女性の政治参画に関する社会的気運の 

  醸成及び政党への働きかけ 
 
○ポジティブ・アクションの検討に資する具 
  体的事例の提示 
  

２ 行政分野 

○女性国家公務員の採用・登用の促進 
 
○国のあらゆる施策における男女共同参画の 
   視点の反映  
 
○国家公務員制度改革の推進 
   

３ 雇用分野 

○具体的な目標の設定の促進等  
 
○公共契約を通じた推進方策 
 
○補助金等における推進方策の積極的な 
   活用 

４ 科学技術・学術分野 

○具体的な目標の設定の促進 
   
 
○女性研究者の参画の拡大に向けた環境 
   づくり 

「2020年30％」の目標 

女性の参画の促進（３） 

２６ 

女性の活躍による新たな需要の創出・価値の創造 

２７ 

労働力人口の増加

生活者の視点に
立った商品開発

埋もれている人材
の能力発揮

女性が能力を発揮しやすい、女性の能力を活かす企業風土の
実現（ダイバーシティ・マネジメント）

多様な人材が能力を発揮しやすい組織づくり、仕事の
やり方の見直し、等

経
済
の
活
性
化
・
デ
フ
レ
脱
却

女
性
の
活
躍
促
進

★

組
織
の
意
思
決
定
過
程
へ
の
参
画

★

起
業
や
自
営
業
に
お
け
る
活
躍

★

女
性
の
労
働
参
加
者
の
拡
大

新たな価値の創造
★くらしや社会を充実させる
★女性の社会参加の課題解決,等

新たな需要の創造・掘り起し

消費の活性化 世帯所得の増加

生活基盤の安定
（将来への不安の軽減・解消）

税制・社会保障の担い手の増加

第４回デフレ脱却等経済状況検討会議 中川男女共同参画担当大臣提出資料 
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２８ 

女性の活躍促進は、経済活性化への寄与とともに、個々人の希望を実
現し多様な生き方を可能にすること、生活困難リスクを低減するなどの
意義がある。 

女
性
の
活
躍
促
進
の
意
義 

 人々が生活困難に陥るリスクを低減 

⇒成長の恩恵がより広い範囲の人に。 

⇒ 世帯収入を増加させ、生活困難に陥るリスクを低減。 

⇒男性に比べて平均寿命の長い女性自身の資産形成に寄与。    
   配偶者との離死別による経済的なリスクにも対応。 

女性の活躍と経済の活性化 

 経済社会の活性化 

⇒女性が成長分野をけん引するとともに、既存分野や地域を活性
化。 

⇒社会保障制度の安定性と持続可能性の確保。 

 個々人の希望の実現 

⇒ 結婚や子育てをしやすくし、複線的キャリア形成の可能性。 

←フランス
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女性の活躍と経済・社会の状況 

２９ 

（出典）2009年女性労働参加率：OECDジェンダーイニシアチブレポートP５８，2009年
労働時間当たりGDP(US$)：OECDデータベース（http://stats.oecd.org/index.aspx  
>Productivity >Productivity Levels and GDP per capita >GDP per hour worked, 
current prices, USD）をもとに、内閣府男女共同参画局で作成。 

（出典）2009年女性労働参加率：OECDジェンダーイニシアチブレポートP５８，2009年出
生率：OECDデータべース
（http://www.oecd.org/document/0,3746,en_2649_201185_46462759_1_1_1_1,00.
html））をもとに、内閣府男女共同参画局で作成。 
 （ 注 ）「尐子化と男女共同参画に関する社会環境の国際比較報告書（平成17年9月 男
女共同参画会議尐子化と男女共同参画に関する専門調査会とりまとめ）における分析対
象国（当時のOECD加盟30か国中24か国）を対象としている。 

女性の労働参加率と 
労働時間当たりのGDP 

女性の労働参加率と出生率 
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女性の参画を妨げる要因（経済分野） 

 「従来型労働モデル」における現状 
  新卒以外で尐ない就業機会 
  男性正社員・片働きを前提とする長時間労働 
  意思決定過程に尐ない女性の参画 
  既婚女性の家計補助的労働を前提とした非正規雇用
の待遇 

 子ども・子育て支援の不足 
 第１子出産後に６割の女性が退職 

 生き方や働き方に中立的でない配偶者控除や第３号被保険者制度 
 固定的役割分担意識 
 女性の起業にあたっての、知識やノウハウの不足 
 女性の高等教育の不十分さ 
 女性のキャリア形成機会の不十分さ 

男女共同参画会議 基本問題・影響調査専門調査会報告書（平成24年２月）より ３０ 

施政方針演説、国家戦略会議 

３１ 

 野田内閣総理大臣  
施政方針演説 
（平成24年1月） 

 国家戦略会議  
総理締めくくり発言 

（平成24年4月） 

二 三つの優先課題への取組 （日本経済の

再生に挑む） 

  日本に広がる幾多のフロンティアは、私た

ちの挑戦を待っています。「女性」は、これか

らの日本の潜在力の最たるものです。これ

は、減尐する労働力人口を補うという発想に

とどまるものではありません。社会のあらゆ

る場面に女性が参加し、その能力を発揮し

ていただくことは、社会全体の多様性を高め、

元気な日本を取り戻す重要な鍵です。日本

再生の担い手たる女性が、社会の中で更に

輝いてほしいのです。 

第二、中間層の厚みを確保するため、女
性の活躍が不可欠。女性登用の「見える
化」などの取組を強化すべき。中川・古川
両大臣を中心に関係閣僚による、女性の
活躍を推進する会議を設け、６月までに
重点課題を整理し、年内に工程表を策定
してほしい。 

国家戦略会議（平成24年４月） 
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３２ 

○「日本再生戦略」（７月31日閣議決
定）に位置づけ 
 
○今後、年内に工程表を策定し、政府
全体で連携して取り組む 

女性の活躍による経済活性化を推進する関係閣僚会議 

 会議メンバー 
 国家戦略担当大臣、内閣府特命担当大臣（男女共同参画）、外務大臣、文部

科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣 

 会議開催実績 
 ５月２２日 第１回閣僚会議 

 ６月２２日 第２回閣僚会議「「女性の活躍促進による経済活性化」行動計
画」を取りまとめ 

※第２回閣僚会議においては、会議メンバーの他、野田総理大臣、松下金融担当

大臣、原人事院総裁が出席 

 

「女性の活躍推進による経済活性化」行動計画 
～働く「なでしこ」大作戦～ ①  

男性の意識改革と積極的改善措置（ポジティブ・アクション）を車の両
輪として取組を進める。その際、国家公務員から率先して行動を起こ
し、民間企業・団体、地方公共団体等にも取組を広める 

３３ 

経済社会で女性の活躍を促進することは、減尐する生産年齢人口を補

うという効果にとどまらず、新しい発想によるイノベーションを促し、様々

な分野で経済を活性化させる力となる。 

男性の意識改革 
（社会全体の 

意識改革を含む） 
労働生産性 

【３本の柱】 

思い切った 
ポジティブ・アクション 

公務員から 
率先垂範 
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「女性の活躍推進による経済活性化」行動計画 
～働く「なでしこ」大作戦～ ②  

女性の活躍促進の「見える化」総合プラン（2012年末までに策定）
の他、下記のような具体的取組を推進する。 

３４ 

企業トップを始め、男性の意識改革、ひいては社会全体の意識改革を強

力に推進することにより、経済社会での女性の活躍を推進。 

政府を挙げて２万社以上へ直
接働きかけ 

ポジティブ・アクション取組企
業１万社以上 

情報開示企業5千社以上 

公務員から 
率先垂範 

「女性の活躍促進・企業活
性家推進営業大作戦」 

【取組の具体例】 

長時間労働を前提とした従
来の働き方の見直し 

ワーク・ライフ・バランスを
推進するための国民運動

の添加 

「男性の家庭への 参
加」拡大 

2020 年までに男性の育児
休業取得率を13％とする目
標を公務員が率先して達成

する。 

「ワーク・ライフ・バランス」の
推進 

「女性の活躍推進による経済活性化」行動計画 
～働く「なでしこ」大作戦～  ③ 

３５ 

期間限定的に、思い切ったポジティブ・アクションを導入・推進し、男性意

識改革との好循環につなげる。 

開業資金供給のための補助制度の創
設や経営面の「知識サポート」の仕組み

など、女性の起業・創業促進施策 
主婦層向けインターンシップ事業の創設 
マザーズハローワークでのワンストップ
支援 
理系女性大幅増プラン    、等 

チャレンジできるように 

【取組の具体例】 

改正育児・介護休業法の周知徹底、
復帰しやすい育児休業・短時間勤務制
度 
配偶者の遠隔地への転勤に伴う離職
への対応 
ライフプランニング支援を含むキャリア
教育の推進 
メンターやロールモデルの育成・支援 、
等  

働き続けられるように 
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「女性の活躍推進による経済活性化」行動計画 
～働く「なでしこ」大作戦～ ④ 

３６ 

男性の意識改革や、ポジティブ・アクションについては、まず公務員から

率先して取組むことで、民間の取組を促すことが有効。 

男性の育児休業取得率１３％目標を
公務員が率先して達成すべく段階的

な中間目標を策定 
イクメン父親の会の設置、 等 

男性の家庭への参加を 
公務員から強力に推進 

【取組の具体例】 

２５年度の各府省庁の取組をフォロー
アップし、課題を踏まえ、今後の採用の

あり方などの具体化を検討 
配偶者の遠隔地への転勤に伴う離職へ
の対応策を制度面を含めて検討  等 

思い切った女性の採用・登用 

山陽小野田市の取組 

３ 

男女共同参画宣言都市に期待すること 

・ 「女(ひと)と男(ひと)の一行詩」発行（平成１１年～） 
・ 「山陽小野田市男女共同参画推進条例」制定（平成１７年） 
・ 「さんようおのだ男女共同参画プラン」策定（平成１９年） 
・ 全国に先駆け「女性の日（１０月１日）」制定（平成２２年） 

 
     
 さらに・・・山陽小野田市民が 

 
一人ひとりが男女共同参画社会の必要性を理解し、 

主体性を持って取り組む 
 
 
 
 

積極的に施策を展開 

３７ 
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司会（井上京子）
　開演５分前です。お席にお着きくださいます
ようお願いいたします。

　開演前にお願いを申し上げます。場内のおた
ばこや飲食は禁止となっております。また、携
帯電話をお持ちの方は、電源をお切りいただく
か、マナーモードに設定していただきますよう
お願いいたします。

　なお、受付でお渡ししました資料の中にアン
ケート用紙が入っておりますので、お帰りの
際、回収箱に御提出くださいますようお願いい
たします。

　１階小ホールにおきましては、「女性の日」
事業や「女（ひと）と男（ひと）の一行詩」応
募作品の展示、また男女共同参画に関する図書
コーナーがございます。ぜひごらんください。

　また、本日は、後ほど男女共同参画都市宣言
文の唱和があります。お手元資料の中にありま
すプログラムを開くと、左ページ、四角に囲ま
れた宣言文があります。司会から合図がありま
したら、枠の中すべてを会場全体で唱和してい
ただきますので、事前に文面にお目通しいただ
きますようお願いいたします。

　皆さん、こんにちは。本日は、ようこそ記念
式典に御来場くださいまして、ありがとうござ
います。

　それでは、オープニングは山陽小野田少年少
女合唱団の皆さんに飾っていただきます。

　山陽小野田少年少女合唱団は、平成１８年の
国民文化祭のときに結成された、我が市の誇る
合唱団です。曲目などは団員の方に紹介してい
ただきます。

　それでは、透き通るようなハーモニーをぜひ
お聞きください。（拍手）

団員
　こんにちは。山陽小野田少年少女合唱団で
す。本日はお招きいただき、ありがとうござい
ます。

　私たちは、今から３曲演奏します。１曲目は
「ビリーヴ」、２曲目は「アメージンググレイ
ス」、３曲目は「エール」です。一生懸命歌い
ますので、聞いてください。（拍手）

〔演奏〕

司会（井上京子）
　ありがとうございました。すばらしいハーモ
ニーを披露していただいた山陽小野田少年少女
合唱団の皆さんに、いま一度、大きな拍手をお
願いします。（拍手）

　引き続き、開会行事に移りますが、準備のた
め、しばらくお待ちください。

〔開会行事準備〕

司会（井上京子）
　間もなく開会いたします。お席にお戻りくだ
さいませ。

　お待たせいたしました。これより平成２４年
度内閣府男女共同参画宣言都市奨励事業「山陽
小野田市男女共同参画宣言都市記念式典」を開
催いたします。

　申しおくれましたが、私は本日の司会を担当
させていただきます井上京子と申します。どう
ぞよろしくお願いいたします。（拍手）

　また、手話通訳と要約筆記は、社会福祉法人
山口県聴覚障害者福祉協会の皆様にお願いして
おります。どうぞよろしくお願いいたします。

（拍手）
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　本日は、ほかにも御来賓として、県議会議員
の皆様、市議会議員の皆様、男女共同参画審議
会議員の皆様、市内御担当の人権擁護委員の皆
様にお越しいただいております。時間の関係
上、お一人お一人からお祝辞をちょうだいする
ことはかないませんが、ここに御報告申し上げ
ます。本日は、御多忙のところ、御来場いただ
きまことにありがとうございます。

　続きまして、内閣府からの報告に移ります
が、ステージを準備します間、いましばらくお
待ちくださいませ。

　内閣府からの報告は高村分析官が行います
が、ここで高村分析官のプロフィールを御紹介
します。

　高村分析官は、山梨県の御出身です。東京
大 学 社 会 科 学 研 究 所 特 任 研 究 員 な ど を 経 て、
２００９年４月から内閣府男女共同参画局に勤
務され、第３次男女共同参画基本計画の策定に
携わるとともに、女性の活躍による経済活性化
を推進する関係閣僚会議の事務局を担当してお
られます。

〔舞台準備〕

司会（井上京子）
　それでは、舞台準備が整いましたので、内閣
府からの報告をお願いします。高村分析官、よ
ろしくお願いします。

【内閣府からの報告】

　皆様、再び高村でございます。どうぞよろし
くお願いいたします。本日は本当に大勢の方に
お集まりいただきまして、ありがとうございま
す。よろしくお願いいたします。

　２０分ほどお時間をいただいております。私
のほうからは、お手元にも資料があるかと思い
ますが、正面のほうにもスライドにも映させて
いただいております。「男女共同参画社会の実

現をめざして」というテーマで、男女共同参画
社会をめぐる現状ということについてお話をさ
せていただきたいと思います。

　今、御紹介いただきまして、私、全国４７の
都道府県で頭に１文字目に「山」という字がつ
く県というのは３つあると思うんですが、こち
らの山口県さん、それからあと山形県、山梨県
というふうにございますんですけれども、１つ
だけ海のない、山はあるんですけれども海がな
い山梨県の出身でございます。

　ないのは海だけではなくて、例えば新幹線も
通っていないとか、あと県内に１つも空港がな
いというようなところでございますけれども、
こちらは今申し上げたようないろいろなものも
あるし、こちらに今日来てから伺いましたら
ば、夕日がとてもすばらしくて、日本の夕日百
選に選ばれたとてもきれいな海岸があるとか、
あと三年寝太郎というふうな話なども聞かせて
いただきまして、そしてまた今日は今回で１４
年目になるという一行詩なども御披露もあると
いうことで、すごく皆様、誇られるものがたく
さんあってうらやましいなというふうに思って
おります。

　この前にもすばらしい合唱なども聞かせてい
ただきまして、本当に今日は共催させていただ
けてよかったなというふうに思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。

　御報告なのでございますけれども、内容的に
は全部で４点でございます。２０分ですので、
少し資料などを飛ばすところもあるかと思いま
す。４点の中身ですけれども、１つ目が男女共
同参画をめぐる現状ということです。そして、
２つ目がその効果ということでございます。３
つ目で男女共同参画社会の基本計画、第３次の
基本計画についてポイントをお話しさせていた
だきたいと思います。そして、４点目ですけれ
ども、今年になりまして、女性の活躍を推進す
ることで、日本の経済の発展というものに結び
つけようというふうなことを話し合う閣僚会議
というのができまして、行動計画というものも
できましたので、簡単にお話をさせていただけ
たらと思います。

　では、まず１点目の話でございます。

　まず、現状ということなんでございますけれ
ども、最初に男女共同参画社会というのはどう
いうものかと、これも何度もお話も出ておりま
すし、こちらには男女共同参画社会基本計画と
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いうものの条文を引いてございますけれども、
こういうものを見ていただくというよりも、や
はり一行詩の中身を見ていると、男女共同参
画ってこういうことなんだなというふうに思い
まして、むしろこういうものが本当に心に響く
ものだというふうに思っているところでござい
ます。（p9-1）

　ただ、一応法律にはどう書いてあるかという
と、ここにあるようなことでして、男性も女性
もすべての個人が、喜びも、そして責任も分か
ち合い、能力・個性を発揮することができる社
会だということでして、職場ですとか、家庭で
すとか、地域ですとか、それぞれの場でお一人
お一人の、私たち一人一人の努力によって達成
されるもので、その実現ということは一人一人
の豊かな人生につながるんだと、こういうふう
なことが書いてございます。

　現状ということについてですけれども、現状
をどう捉えるかということで、昔からの変化と
いうことと、あと海外との比較ということで、
御紹介をしたいと思います。

　まず、こちら、男女共同参画に関する意識と
いうことで、平成７年から平成２１年まで調べ
た結果というのをお示ししています。上が平成
７年で、だんだん下に行くに新しくなっており
まして、２１年ということになっております。

（p10-2）

　平成７年のところで、男女が平等であるとい
うふうに感じていた方というのは、ここのとこ
ろなんですけれども、１９. ５％ということで、
１０人に２人ぐらいの方が平等だと思ってい
た。それが１４年たってどう変わったかという
と、これなんですけれども、増えてきています
けども、まだ２３. ２％というふうな状況です。

　ただ、１つ御関心というか、見ていただきた
いと思っていますのが、その下に男女別でどう
かという違いをお示ししているんですけれど
も、男性の方は１０人に３人、２９. ２％の方
が平等だというふうに評価されているのに対し
まして、女性の方というのは１８％、まだ１０
人に２人にもそういったことが満たないという
ことで、男性と女性で違いがあるというふうな
ところがございます。

　さらに、もうちょっと長い時期でどういう変
化があるかということでお示ししているのが、
次の表になります。（p10-3）

　こちらは、昭和５４年からの変化をとってお
ります。私が中学生だったころなんですけれど
も、そこからずっと下に行くほど時代が新しく
なりまして、２１年、もうちょっとで今度は私
の子供が中学校に入るかというようなときなん
ですけれども、この間、割と大きな変化があっ
たということをごらんいただけるかと思いま
す。

　昭和５４年のときには、固定的性別役割分担
意識、すごく漢字が長くて多くてわかりにくい
んですが、具体的には、夫は外で働き、妻は家
庭を守るべきというふうな意識に賛成か反対か
ということで聞いております。

　昭和５４年のときには、それに反対をすると
いうふうに答えられた方、「どちらかといえば
反対」というのと「反対」というのと合わせま
して２０％ぐらい、１０人に２人ぐらいの方が
反対というふうに答えていたということなんで
すが、時代がさかのぼりまして平成２１年にな
りますと、それに反対すると言っている方が５
割に達したというところでございます。

　その下の２つの列は男女別に見ているんです
けれども、ここもやっぱり少し差がございま
す。女性は５８％の人が反対というふうに言っ
ております。男性も実は５割を超えているんで
すけれども、５１％ぐらいの方が反対と言って
いるということです。

　やはり意識というのは、時代とともに変わっ
てくる部分があるなというのをごらんいただけ
るかと思います。意識が変わるということで世
の中が変わる、世の中が変わるとまた意識が変
わってくるということがあるかなというふうに
思っております。

　私は、今、山梨の出身ですというふうに申し
上げましたんですけれども、うちは母も勤めて
いまして、ずっと勤めていました。親戚ですと
か、あとお友達のおうちというのはほとんどみ
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んな農家でして、専業の農家の方が多かったの
で、お父さんもお母さんも畑で仕事をしてい
る、おじいちゃんもおばあちゃんもみんな働く
んだという、そういう環境で育ってきましたの
で、何か働くということは別に特別なことでは
なくて、働くんだろうなというふうに思ってい
ました。

　学校で東京に来てみたんですけれども、どう
もお母さんがおうちにいるという、テレビの中
でしか見たことのなかったことというのがある
んだなというふうに思ったというのがございま
す。今、時代によって変わるということで申し
上げたんですが、やっぱり地域による違いとい
うのもありまして、私なんかはそういう中で
育ってきていますし、あとは女性がずっと働い
ている県というのが幾つか特徴的な県というの
があるんですが、よく言われるのが、北陸３県
では女性の就業率が高いというふうに数字が出
ています。

　その中の県の県庁の方とお話ししたときに、
どうしてなんですかねというふうなことを聞い
たんですけれども、そうですねと、どうしてみ
んな女性が働いているかというふうに聞かれる
んですが、理由というのは思い当たらないんで
すというふうにおっしゃいます。みんなが働い
ている、周りの人がみんなが働いているので、
やっぱり私もというふうなところがあるんじゃ
ないですかねというようなことでして、周りが
そうなんだから私もそうというものというのは
あるということがだんだんわかってきていま
す。

　なので、周りが変わる、時代が変わる、人の
意識が変わる、そしてそれがまたどんどん世の
中ですとか、そういうものを変えていくという
ふうなことがあるんだろうなというふうに思っ
ているところです。また、こういったものもど
んどん変化を続けていくのであろうというふう
に思っております。

　続きまして、海外との比較でごらんいただき
たいと思います。ランキング表というか、順位
表というのを３つほど並べているんですけれど
も、一番左側の表、ＨＤＩというふうに書いて
ありますけれども、ＨＤＩという国連の指標で
すと、日本は１２位というふうにかなり高いと
ころにランキングされています。１８７カ国中
の１２位でして、何を比べているかということ
なんですが、長生きをしているか、それから字
が読めるか、そして所得がどのぐらいあるかと
いうことの３点で比べています。（p11-4）

　それですと、やはり日本は皆長生きですし、
女性も今まで世界一だったのが今年は震災など
の影響もあって香港に抜かれたようですけれど
も、それでも世界に冠たる長寿国、そして子供
は義務教育で全員学校に行って字は読めます
と。それで、今、景気の低迷というのが長引い
ているわけですけれども、それでもまだ経済力
としては日本は高いということで、所得も海外
と比べれば高いということですので、総合する
と１２位というふうな高いところにランクをさ
れています。少しずつ落ちてきているという状
況はあるんですが、高いと。

　そして、一番低くランキングされているの
が、一番右側になるんですけれど、１３５カ国
中９８位にランクされている、そういう指標が
ございます。これは、教育ということ、それか
ら保健ということに加えまして、政治、経済の
２分野を足して、男女の格差が小さいと上にラ
ンクされるというふうなランキングです。それ
でごらんいただくと、日本は非常に９８位とい
うことで、低いところにランクをされておりま
す。

　どうしてそういうことになっているかという
ことで、中身を少し詳しく見ていただいている
のがこちらの四角形の表になります。左右に、
右側に教育というものをとっていまして、左側
に健康というものをとっています。長生きして
いるかということ。それに加えまして、上に経
済ということと、下に政治ということをとって
おります。（p11-5）

　すべての分野で男性も女性も差がなく活動に
参加できていると、大きくて広いきれいなひし
形になるはずなんです。ところが、これを見て
いただきますと、赤い線が日本なんですが、縦
につぶれる形になってしまっています。横の教
育と、それから健康というところは非常にそれ
ぞれ水準も高いですし、男女で差がないという
ことなんですが、経済の分野で男女で差が大き
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いということでつぶれてしまっている、それか
ら経済の分野でも差があるということで、やっ
ぱり少し欠けてしまっているというふうなこと
がありまして、それで９８位というような状況
になっています。

　日本は教育の水準も高く、そしてみんな元気
である、人の力の水準というのは非常に高いと
いって、海外からうらやまれる国だというふう
に思っています。人材というか、人は宝だとい
う観点から見ると、日本って非常に水準の高い
国なのですが、それが男性も女性も十分に活用
されているかということで言うと、政治だとか
経済だとかというところでちょっとまだかな
と、これを十分生かし切れていないという意味
で、日本にはまだ眠っている資産があるという
ふうに海外からは言われているところです。こ
の話はまたちょっと後で触れたいと思います。

　それで、女性の参画ということ、今、経済と
か政治の分野で、日本の場合は海外に比べてま
だまだなんだというところをごらんいただいた
んですが、個別にごらんいただくとどうかとい
うのがこの表でございます。（p12-6）

　まず、政治の分野ですが、国会議員の衆議院
に占める比率というのが１０. ９％、参議院で
１８. ６％という水準です。

　行政なんですけれども、国の役所の中で課長
以上の人の比率というのが実は２. ４％と非常
に低く、役所の足元ができていないんじゃな
いかという御批判というのはよくいただきま
す。本当にそれはそうでございまして、ここに
ついての認識というのは私どももあります。そ
れで、課長職は低いんですけれども、今、旧一
種というところでの採用というところで、女
性の採用というのがかなり伸びておりまして、
２６. ２％になっています。省によってはこれ
も既に３０％を超えるところもありまして、一
朝一夕になかなか管理職が増えないところもあ
るんですけれども、これについては時間はかか
るかもしれませんけれども、管理職をふやすと
いうふうなことにしっかり取り組んでいきたい
と思っているところです。

　それから、あと司法ですとか、雇用、農林水
産業というところは、これから頑張る分野かな
と。国としましては、２０２０年までにこういっ
た分野、あらゆる分野で指導的な地位にある女
性の比率を３０％にしたいという目標を持って
おりますので、しっかりと取り組んでいきたい
というふうに思っているところでございます。

　続きまして、これは人口ピラミッドというも
のでして、皆様、よくごらんになられたことも
あるのではないかというふうに思います。左側
が女性、そして右側が男性、グラフが１つござ
いますが、左側のほうが今の男女別の年齢別の
人の数の多さというのをあらわしています。そ
して、右側が今から４４年後、２０５５年のと
きにどうなっているかというものをあらわして
おります。（p12-7）

　日本は高齢化社会なんですけれども、その意
味というのが、今、ピンクで塗ってあります
６５歳以上のところの人の比率、全体の人口に
占める人の比率が今は２３. ４％になっている
んですが、この比率が高いということで、高齢
社会だということになっております。

　高齢者を何人の人口で今支えているかとい
うことで計算をしますと、６５歳未満の人口
２. ６人で６５歳以上の方１人を支えていると
いうふうな状況です。これが４４年後になりま
すと、半分の１. ３人で支える時代になるとい
うふうに予想されています。それで、経済的な
ことで言いますと、今まだ女性の活躍が十分で
ないということですので、１. ３人といっても
実は半分の男性側のほうだけでおみこしをかつ
いでいる。おみこしというか、これからは肩車
社会になるというふうに言われていますけれど
も、１. ３人といっても、全体男女で支えてい
るというよりは、経済的な部分で言えば男性の
ほうで、半分の力で支えているというふうな形
になっているということが言えると思います。

　今、朝の連続テレビ小説の「梅ちゃん先生」
というのがすごい人気だということで、堀北真
希さんの「梅ちゃん先生」が大人気のようなん
ですが、この前の連続テレビ小説も私はすごい
何かたまたま見出したらずっと見てしまって、
おもしろいなと思って見ていたのが「カーネー
ション」という番組がありました。それは大阪
の岸和田のだんじり祭りが有名なところを舞台
にしていまして、お母さんと、それから３人の
娘さんたち、みんなデザイナーなんですけれど
も、その方たちの話だったんです。

　お母さん、本名で小篠綾子さんというデザイ
ナーの方だと思うんですが、お母さんが娘時代
に「私もだんじりを担ぎたい」と言ったら、「い
やいや、女は担げないんだ」というふうに言わ
れたというところがずっと出ているんですけれ
ども、それが娘さんたちの時代になると、「私
も担ぎたいと」言って「いいんじゃないかと」、
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担ぐと、担ぎたいと言った方がテレビの中では
直子さんと出ていましたが、実際にはコシノ
ジュンコさんというデザイナーの方で、その方
のインタビューを読んだことがあるんですが、

「私は高校までだんじりを担いでいた」という
ことを言っていました。

　なので、やっぱり担ぎ手が誰かということで
はなく、大勢でだんじりとか、いろいろなもの
の担ぎ手というのはいろいろな人が担いで、大
切なのはだんじりだとか、そういった伝統だと
か、大切なものを続けていく、そういうものを
残していくということが大切かなと思っていま
して、やっぱり担ぎ手としてはみんなで担ぐと
いう社会というのがいいのではないかなという
ふうに、「カーネーション」などを見て思った
ところでございます。

　特に、これは女性の就労の率、それを年齢
別に見てみると、どこの年齢の人が働いてい
て、どこの年齢層の方が働いていないかという
のがこれでごらんいただけるかと思います。こ
れをごらんいただくと、すごく見づらいんです
が、一番下のここが今働いている方の率でし
て、３０代のところで働いている女性が減って
しまっている、くっとここが下がる、切れ込み
が深いので、アルファベットのＭに見えるとい
うことで、これＭ字カーブというふうに言って
いるんですが、３０歳代のところの女性の働く
環境というのがどうも整っていない。（p13-8）

　下のほうに、働きたいと思っている人はこれ
だけいるんだけどというのがあるんですけれど
も、３０歳代の女性も働きたいと思っているん
だけれど働けていない、これはやっぱり子育て
を支援する環境が十分ではないからではないか
ということで、ここのところの支援をしっかり
やっていこうというのを今国で取り組んでいる
ところなんですけれども、働きたいと思ってい
るけど働けていない女性、これが本当にこれか
らの担ぎ手の大きな予備軍だというふうに国と
しても捉えているところです。

　この数が３４２万人ということになっており
まして、先ほど外国から日本には大きな眠って
いる資産がある、それが女性の労働力だと言わ
れているという御紹介をしたんですが、これに
ついては今の総理である野田総理も非常にずっ
とそういうことをおっしゃっておりまして、今
年の１月の国会の施政方針演説で、日本の再生
ということを演説をされました。その中で、日
本にはまだ未活用の力があるんだと、その中で
日本の女性の力というのは日本の潜在力の最た

るものであるというふうな御発言がございまし
た。ここのところの環境整備をしていこうとい
うのが、非常に大きな今の課題です。

　働き方としては、雇用ということもあれば、
このグラフでは下のほうに赤い線があるんです
けど、これは自営業の方の女性ということでし
て、自営をずっとやっておられる方、それから
起業をした、新しく自分で業を興したという方
も含まれているんですが、こういった起業です
とか自営ということの応援をしていこうと。こ
こにはＭ字カーブというのもなくて、働きやす
い働き方ではないかというふうなことで、これ
から女性が会社を経営するとか、自営でやって
いくというふうなことも応援しようというふう
なことで、取り組んでいるところです。（p13-9）

　効果ということなんですけれども、女性の活
躍の場ということを広げることというのは、数
だけではなくて、例えば企業の経営にとっても
プラスではないかというふうに考える企業の経
営者の方というのも増えていると思います。こ
のグラフでお示ししているのは、これは家庭の
中の話なんですが、家庭の中で例えば貯金と、
それから今月の生活費というものの割合を決め
ているのが、夫なのか妻なのか、それとも２人
なのかというのを示しています。（p14-10）

　夫というふうに答えている方が２４％なの
で４人に１人、妻と言っている方が４４. ８％、
夫婦２人と言っている方が３０％いるんです
が、こういうグラフをお見せすると、「いやい
や、高村さん、夫婦２人というのは妻のことで
すよ」とおっしゃるんですね。女性が謙遜して
夫婦２人で決めていますと言っているかもしれ
ませんが、実はこれは妻だという御意見もあり
まして、いずれにしても女性が決めているとい
う、かかわっているというのを足すと７０％を
超える、４分の３だということです。

　さらに、一番下、日常的な毎日の買い物につ
いて誰が決めていますかと聞いているものです
と、妻が決めていますというのが７割、夫婦２
人で決めていますというのを合わせると、９割
以上が実は女性が家庭の中の買い物の主導権を
持っているというのがあります。

　ビール会社の方もおっしゃっていたんです
が、家で晩酌をしてビールを飲むのはお父さん
かもしれないけれど、スーパーに行って棚から
商品をとってかごに入れてくれるのはお母さん
で、お母さんに選ばれる商品をつくるというこ
とが会社の売り上げにはやっぱり直接かかわっ
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てくる。お母さんに選ばれる商品をつくるに
は、やっぱりつくり手にも女性が必要だよねと
いうふうなことを今考える企業の経営者という
のも増えています。

　あと、女性が働くことによって、どういう分
野にお金を使われるようになるかというのを見
ているのがこの表でして、働きたい、働くつも
りというのが緑のほうの女性、そうではなく
て、職業を持ちませんと言っているのがオレン
ジのほうの女性なんですけれど、働くことに
よって旅行にお金を使いたいとか、それからあ
と便利で快適な家電を買いたいとか、それに加
えまして子供のための教育にお金をかけたいと
か、こういうふうな女性が増えるのではないか
と想像されています。（p14-11）

　アメリカでも、７０年代から９０年代にかけ
て、女性で職業を持つ人というのは随分増えた
んですが、そのときに似たようなことが起こっ
ていまして、家電や家具の買いかえ需要、それ
から子供への教育投資ということが随分広まり
まして、この間の経済成長を女性の働き手が増
えるということで支えたということがよく言わ
れています。日本でも同じようなことが起こる
のではないかなというふうに想像がされるとい
うことです。

　そして、女性の働くということが増えると、
恐らく男性のライフスタイルも変わるのではな
いかと。今、一生懸命、政府としてもイクメン
ということで、育児をする男性を応援しようと
いう取り組みを進めていますが、男性で育児を
したいというふうに考える方は、やはり消費の
パターンというのが多分変わってきて、子供の
ためにもっとお金を使いたいというふうな男性
が増えることによって、そこの新たな需要とい
うのが増えるのではないかというふうなことが
予想されています。（p15-12）

　ただ、ワーク・ライフ・バランスの話なんで
すが、なかなか先ほども見ていただいたとおり

（p15-13）、女性で仕事と家事というのを、家庭と
いうのを両立したいと思っている人は多いんだ
けれど、実践できている人は少ないとか、あと
男性で仕事だけ頑張りたいという人は本当はそ
んなにいるわけじゃないのに、実際には仕事だ
け頑張っちゃっていることになっちゃっている
人が多いというような状況がありまして、やっ
ぱり働き方を変えていく、見直すのが大切だと
いう認識です。（p16-14）

　育児期の働き方というのがとても大きなキー

だろうというふうに思っていまして、このグラ
フをごらんいただきたいんですが、これは育児
休業をとった人の比率というのを示していま
す。これは外国の方に見せると凍りつくという
グラフなんですけれども、女性の場合には育児
休業をとる方というのは増えています。これは
育児休業をとる資格がある方のうちのどのぐら
いの人がとっているかということなんですが、
ある時期、９割を超えたりしています。男性の
育児休業取得率ってどこかというと、実は地を
はっているここでして、すごく地をはっていま
して、これでみんなが凍りつくということなん
ですけれども、とても少ないです。（p16-15）

　最近で見ていただくと、１９年に１. ５６％
だったのが１. ２３、１. ７２、そしてまた１. ７６
というふうに上がったり下がったりしていて、
何でこんなに上がったり下がったりするんです
かと聞かれるんですけど、いやいや、これは多
分誤差ですということで、余り増えていない。
これを大きなトレンドにして、２０２０年まで
に男性で育児休業をとる人を１３％にしたいと
いうのが今政府の目標になっていまして、こう
いったライフスタイルとか働き方の改革という
のを進めていきたいというふうに考えていると
ころです。

　そして、ちょっと飛びます。これは第３次男
女共同参画基本計画の話なんですけれども、ど
ういったところで男女共同参画を進めていくか
というと、実はあらゆる分野ということでし
て、一応分野に分けているんですが、全部で
１５の分野があります。今日はこの中で女性に
対する暴力の根絶というのと、あと地域の防災
ということをちょっと簡単に御紹介したいと思
います。（p18-18）

　まず、女性に対する暴力の根絶に向けた取り
組みということについて、今、熱心に私どもが
取り組んでいるところです。なかなか世の中で
厳しいという状況が続くと、女性に対する暴力
というのは増える傾向が見られまして、私ども
としては相談事業などにも力を入れ、取り組ん
でおります。そしてまた、１１月の１２日から
２５日を女性に対する暴力をなくす運動という
ことで、紫色のリボン、パープルリボンと言っ
ていますけれども、こういうものをつけて、皆
様方の意識を高めるというふうな取り組みを進
めているところです。（p18-19）

　それから、あとは次に防災という話ですけれ
ども、これにつきましては平成７年に阪神淡路
大震災というのが起きまして、その後、平成
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１６年に中越地震という、私ども非常に大きな
災害を経験しまして、その中で女性の参画とい
うのが非常に重要だということを教訓にしてま
いりました。

　それで、東日本大震災のときにどういうこと
が起こったかというのは幾つかのスライドを御
用意しておりますので、またごらんいただけれ
ばというふうに思いますけれども、今回の東日
本大震災でも幾つかの課題というのが浮かび上
がっております。（p19-20、21）

　例えば、物資の備蓄や提供に関する問題とい
うことで言いますと、生理用品、おむつ、粉ミ
ルクがないと。粉ミルクはあるんだけど哺乳瓶
がないというふうなことがあって、やっぱりそ
こには女性の意見というものが十分反映されて
いたのかなということを改めて問われておりま
す。（p20-22）

　そしてまた、物はあったとしても、配ってい
るのが男性なので、もらいに行きにくいという
ふうなこともあるということです。なので、防
災ですとか震災に女性の視点が入っていなく
て、配慮が足りない、それから固定的性別役割
分担というものが非常にまだあるというふうな
ことが言われました。（p20-23）

　これにつきましては、東日本大震災の復興基
本計画の中にも、子育て中の女性、高齢者、障
害者等の災害による影響を受けやすい人々への
配慮をするとともに、女性やさまざまな人が参
画することが災害に強い社会づくりにつながる
というふうな意識を盛り込んだところでござい
ます。

　これも後でごらんいただければと思うんです
が、まだ地方のほうの防災会議の中に女性がゼ
ロというふうな都道府県さんもあるということ
で、こういったところの改善というのを働きか
けていきたいというふうに思っておるところで
す。（p21-24）

　最後になりますけれども、先ほど申し上げま
した、総理が日本の潜在力の最たるものは女性
だというふうに、お正月の施政方針演説でおっ
しゃった結果が今どうなっているかということ
の御紹介をしたいと思います。

　これにつきましては、国会戦略会議というも
の、今、下に写真がありまして、男性ばかりが
映っていますけれども、ここでも同じ認識とい
うのが共有されまして、関係の閣僚で対応策を

話し合うようにという指示が総理からございま
した。（p24-31）

　そして、会議というのは２回開催するととも
に、関係閣僚の間で話し合いがされまして、な
でしこジャパンからあやかったなでしこ行動計
画というのを策定しました。このときの写真に
は女性が一番左手前に入っていまして、これは
厚生労働省の副大臣の西村智奈美副大臣なんで
すけれども、こういうメンバーでそれについて
の取り組みが決められたところです。（p25-32）

　中身を簡単に言いますと、社会のやっぱり意
識を変えようということ、それから思い切った
ポジティブアクションということで、女性の参
画を力強く進めようということ、そして先ほど
もごらんいただきましたが、公務員からまず頑
張ろうというふうなことを決めたところでござ
います。（p25-33）

　ちょっと細かい字でまた中のほうに書いてご
ざいますので、ごらんいただけたらと思うんで
すけれども（p26-34、35）、女性の活躍の推進という
ふうなところでは、政府を挙げて２万社以上の
会社さんに直接働きかけをしまして、ポジティ
ブアクションにお取り組みいただけるよう、ま
たその内容について公表をしていただけるよ
う、お願いをさせていただくということを目標
にしておりますので、今後、また政府のほうか
ら皆様のところにお邪魔させていただくような
機会もあるかと思いますけれども、どうぞ御理
解と御協力をお願いしたいというふうに思って
おります。（p27-36）

　また、ワーク・ライフ・バランスの推進です
とか、イクメンをふやすという、男性の育児休
業の取得者をふやすというふうな取り組みも、
行動計画のところに盛り込まれたところでござ
います。

　最後でございますけれども、山陽小野田市様
は本日の宣言をまた契機といたしまして、さら
に取り組みを進めていただくとともに、またこ
ういったお取り組みが近隣の市町村にも広まる
ようなモデル的なお取り組みをしていただける
ように御期待を申し上げているところでござい
ます。（p27-37）

　ちょっと長くなりました。済みません。私の
ほうからは、報告を以上で終わらせていただき
ます。ありがとうございました。（拍手）
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司会（井上京子）
　内閣府からの報告でした。

　それでは、これより「第１４回女（ひと）と
男（ひと）の一行詩」、入賞作品発表と一行詩
の鑑賞会に移ります。

　「女（ひと）と男（ひと）の一行詩」は、男
女共同参画への理解と関心を深めていただくた
めの啓発事業として、旧小野田市が平成１１年
から始め、今回で１４回目を迎えました。毎年、
全国各地から、そして遠くは海外からも応募が
ありまして、山陽小野田市の名前を広く知って
いただいております。その数は、これまでの
１３年間累計でざっと４万５, ０００作品にも
上ります。

　今回も２, ３４９作品、応募があり、中でも
市内の中学校や高等学校の皆さんからたくさん
の御応募をいただきました。応募作品の一部は
小ホールにて展示いたしておりますので、ぜひ
ごらんください。

　それでは、準備が整いました。一行詩の発表
をいたします。

　第１４回女（ひと）と男（ひと）の一行詩入
賞作の発表です。発表はいずれも順不同ですの
で、あらかじめ御了解ください。

　まず、一般部門入選作７作品です。

　宇部市、桶田敏治様の作品です。「好き嫌い
　食べてみれば食べられる　人との付き合い　
そうありたい」

　続いて、愛媛県松山市、神田三千代様の作品
です。「飲めない男も五千円　酒豪の女も三千
円」

　続いて、山口県防府市、竹重満夫様の作品で
す。「気にせずに　寝ていろ　俺がやるからさ
　パパのお粥が特効薬」

　次に、千葉県野田市、古矢すみ江様の作品。「女
（ひと）と男（ひと）　８０才過ぎても　お互い
に　おしゃれ忘れず　笑顔忘れず」

　次に、兵庫県篠山市、細川多仁子様の作品。「親
の介護は夫も妻も初心者マーク　２人で取りま
す介護休暇」

　次に、宇部市、工藤敏子様の作品です。「介
護は夫婦の共同作業　年老いた時のリハーサ
ル」

　次に、鳥取市、小林順子様の作品。「大丈夫？
　笑顔で互いを　気遣って　共存　共栄　理想
の男女」

　以上、一般部門入選作品でした。

　続いて、一般部門優秀賞２作品です。

　秋田県大館市、児玉由美子様の作品。「会議
中　お茶はセルフで　意見は皆で」

　次に、奈良県生駒郡三郷町、小林和幸様の作
品。「主夫３年　妻の手抜きも　見て覚え」

　続きまして、学生部門特別賞２作品です。

　鳥取市立湖山小学校の大野功基様の作品。「男
女とも　個性と能力　認め合い　広げていこう
　明るい未来」

　続いて、山陽小野田市立竜王中学校、池田達
登様の作品。「「ありがとう」その気持ちにも「あ
りがとう」」

　学生部門特別賞でした。

　最後に、いよいよ一般部門最優秀賞作品で
す。

　奈良県宇陀市、渡辺勇三様の作品です。「パ
パとママ　立つ位置変えて　苦楽知る」

　以上、受賞作１２作品に大きな拍手をお願い
いたします。（拍手）ありがとうございました。

　それでは、これから受賞作の鑑賞を御一緒に
していただく岸かおる先生を御紹介します。

　岸先生は、現在、講演会を企画するインディ
ゴ・ブルーの代表や、いわくにネットワークグ
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ループの副理事長を務める傍ら、山口県人権施
策推進審議会委員、山口県男女共同参画審議会
委員であり、人権問題への御見識の深さから、
多くの御講演で全国を飛び回っていらっしゃい
ます。

　それでは、岸先生、よろしくお願いいたしま
す。

講師（岸かおる）

　皆さん、こんにちは。岸かおると申します。
よろしくお願いします。（拍手）

　この女（ひと）と男（ひと）の一行詩って、
もう１４年になるんですね。びっくりしまし
た。山陽小野田市の方々の意識の高さというの
がよくわかりました。しかも、全国からたくさ
ん集まってくる、すばらしいですね。私、今日、
岩国から来ました。会場に着いて、驚きました。
何と私の顔がたくさんポスターに描いてある
じゃないですか。しかも、パンフレットもこん
なに大きくしなくてもというぐらい大きく出て
おりまして、ここでちょっとざんげします。少
し若いときの写真です。

　ちょっと申しわけないなと思って、少しでも
若く見えるように、ピンクのスーツで来まし
た。ちょっと気合いを入れてきたんですよ。私
は、普通はパンツ姿なんですね。でも、今日は
やっぱり気合いを入れなきゃいけないなと思っ
て、スカートで来ました。息子が驚きました、

「母さん、何があるの？」。何年かぶりにスカー
トを履きました。

　これから、今、紹介された女（ひと）と男（ひ
と）の一行詩の受賞作品の鑑賞を御一緒にして
いきたいと思います。皆さん、今お昼御飯を食
べて、一番眠い時間じゃないかなと思うんです
けど、一回大きく伸びしてください、「う～ん」っ
て。ありがとうございます。

　途中に皆さんにちょっと御質問することがあ

るんですけれども、そのときには御協力くださ
いね。皆さんにお願いがあります。配付された
資料袋の中に、色紙が３枚入っています。ちょっ
と出してください。信号機になぞらえて、青、
赤、黄色の３枚が入っています。この色紙を使っ
て、いろいろ質問に答えていただくことがあり
ますので、すぐ出せるように用意しておいてく
ださい。ありがとうございます。

　それでは、最初の作品、お願いします。

　「好き嫌い　食べてみれば食べられる　人と
の付き合い　そうありたい」という文章です
ね。イラストを見ても、何でも食べられるぞ、
バッチリ！という感じのイラストが描いてあり
ます。人とのおつき合いを食べ物の好き嫌いで
あらわしたものですね。私も経験あるんですけ
れども、人とのトラブル、人間関係のトラブルっ
てかなりつらいですよね。

　ちょっと質問のテストをしてみましょう。皆
さんの中で、人間関係のトラブルでつらい思い
をしたことがあるという人は、青い紙があると
思いますので、青い紙をちょっと出してみてく
ださい。いいですか。うわっ、すごい。全員じゃ
ないですか。ありがとうございます。かなり多
いですね。そういうときって、どういうふうに
対処されたんですかね。

　私もちょっとつらい思いをしたので、皆さん
どういうふうに対処されたのか聞きたいなと思
いますね。嫌いと思う人でも、一歩前に出てしゃ
べってみたら案外いい人だったとか、自分のほ
うが少し引いて下手に出てやってみたらうまく
いったということも案外ありますよね。「黒い
羊」という言葉があります。この人嫌だな、嫌
な人だなと思ってしまう人を「黒い羊」という
んですが、この「黒い羊」、案外悪い人ではなかっ
たりするんですね。「黒い羊」がいるがために、
団体の中がうまくいったりすることがありま
す。ですから、皆さんも困った人だなと思って
も、あれ、もしかしたらこの人、「黒い羊」か
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もしれないぞと見方を変えてみると、違う人に
見えてくるかもしれません。

　私の知り合いでこういう人がいました。職場
で意地悪をされるそうなんですよ、若い女の子
なんですけど。仕事をやめるのは簡単なんです
が、この職場、自分に向いているからやめたく
ない。彼女がどういうことをしたかというと、
意地悪をした人の写真を家に張りました。皆さ
ん、悪いことを想像していませんか。違うんで
すよ。彼女は、毎朝、起きたらその写真に向かっ
て「おはよう」、仕事から帰ったら「お疲れさ
ま」と、その写真に向かって声をかけたそうで
す。そうすると、やっぱり数カ月後にはその人
が変わったそうです。意地悪をしなくなったそ
うなんです。人は変えられないが、自分が変わ
れば人が変わるという言葉がありますよね。そ
れと一緒で、もしかしたら写真に声をかけてい
るうちに、意地悪をしていた人に会ったときに
無意識にこわばっていた表情がにこやかになっ
て、その人も変わっていったということかもし
れません。

　もう一度、一行詩を見てください。「好き嫌
い　食べてみれば食べられる　人との付き合い
　そうありたい」、「そうありたい」という言葉、
いい言葉ですね。ありがとうございます。

　じゃ、次をお願いします。何か会場がどよめ
いていましたね。「飲めない男も五千円　酒豪
の女も三千円」、うなずく人も多いのではない
ですかね。

　松山市の女性の作品です。私も、大学時代、
実は松山に住んでいたので、とても懐かしいで
す。飲み会で男性と女性という性別だけで会費
に差があるということを皮肉に言ったものです
ね。酒豪の女ってすごいですね。こういう言葉
は、最近使われる「草食系男子」に対抗する「肉
食系女子」という感じで、思わず笑っちゃいま
すけれども、豪快にお酒を飲む女性が目に見え
るようです。性別で男はお酒を飲むもの、女は

お酒を飲まないものと決めつけるのはおかしい
ですね。男、女で分けるのではなくて、お酒が
飲める人、飲めない人で分けるべきです。

　「飲めない男も五千円　酒豪の女も三千円」、
たった２, ０００円の差ですけど、その間には
とてもとても深い恨み節がこもっているような
気がします。ありがとうございます。

　じゃ、次をお願いします。「気にせずに　寝
ていろ　俺がやるからさ　パパのお粥が　特効
薬」、すばらしい、思わず拍手したくなります
ね。防府市の男性の作品ですが、この会場にい
らっしゃったら、ぜひお顔を見てみたいと思い
ます。さすがパパと言いたくなります。

　こういう話があります。実話です。妻が病気
になり寝ています。夫は妻を気遣って、こう言
いました。「俺と子供の食事のことは気にせず
寝てていいからな」、なんて優しい言葉。妻は
夫が食事をつくってくれるんだと思って、あり
がたいなとうれしく思いました。夫が笑顔で、
こう言葉を続けました。「子供と俺はじいちゃ
んちでウナギをごちそうになるからさ、ゆっく
り寝てろ」、「ええっ、私の御飯は」。夫はどう
も妻は料理はつくるが食事はしないお料理ロ
ボットと思っているようですね。こういう御家
庭はないですか、ちょっと笑い声が起きました
けれども。

　でも、この一行詩のお宅は違います。パパの
おかゆっていい響きですよね。本格的におかゆ
をつくられるんだったら、すばらしいです。女
性は病気になっても料理をつくらなくてはいけ
ないという思いから、布団に入っていてもなか
なか寝ていられませんよね。気が気ではありま
せん。これじゃ病気も治りません。この方のお
うちのように、夫が台所に立って料理をする音
を聞きながら、安心して寝ていられる妻、何て
うらやましい、本当に特効薬ですね。

　「気にせず　寝ていろ　俺がやるからさ　パ
パのお粥が　特効薬」、ありがとうございまし
た。

　それでは、次をお願いします。「女（ひと）
と男（ひと）　８０才過ぎても　お互いに　お
しゃれ忘れず　笑顔忘れず」、千葉県野田市の
女性の作品です。これもすてきな一行詩です
ね。

　私の母は、８０を過ぎているんですよ、この
詩と同じようにね。でも、美容とおしゃれに余
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念がありません。４年前に実は顔のしみをレー
ザーでとりました。母ですよ、母、８０を過ぎ
ているんですよ。今からお嫁に行くわけじゃな
いんですけれども、かなりお金も使いました。
十数万というお金です。そんなにお金があるん
だったら、娘に、つまり私ですね、私にくれれ
ばいいのになんて思いましたけれども。流行の
洋服にも敏感で、お化粧品にも興味津々なんで
すよ。

　こんなにも母が一生懸命になる理由がありま
す。大切な人がいるからなんですね。誰だと思
いますか。父なんですよ。父のことが母は大好
きなんですよ。でも、父は余り振り向いてくれ
ないみたいなんですけどね。本当に夫婦という
のはちょっとずれたほうがいいのかなという気
もします。父は病院に行くときに、アイロンの
かかったワイシャツを着て、スーツを着て行き
ます。いいと思いませんか、すてきですよね。
私は、年配の男性が出かけるとき、身なりをき
ちんと整えて、帽子なんかをちゃんとかぶって
行く姿、そういう姿を見るのがとても好きなん
です。それはこれから会う人に対する敬意なん
ですね。

　最近、学校にふだん着で行くお母さんが多い
ようです。昔、私が小学校のころ、母はふだん
は洋服なんですけれども、参観日の日になる
と、一張羅の着物を出してきて、黒羽織を着
て、学校に来てくれていました。学校の窓から
見るんですよ、お母さん、どんな格好で来るか
なって。着物を着て来てくれると、とてもうれ
しかったですね。これは、学びの場所、勉強す
る場所という学校に対して、やはり母なりに敬
意を払って来てくれたんだと思います。

　おしゃれは自分のためでもありますが、人の
ためでもありますね。また、「笑顔を忘れず」
と書いてあります。「笑顔」、いいですね。皆さ
ん、笑顔でいらっしゃいますか。口のここの端、
口角というんですけれども、口角をきゅっと常
に上げておく、そうすると顔の筋肉にもいいん
です。口角がどよんと下がっていると、怖い顔
になっちゃいます。ふけた顔になっちゃいま
す。ですから、気がつくと、常に口角をきゅっ
と上げてください。そうすると、いつも笑顔、
まあ、すてきな方ということになります。笑顔
も絶やさずにいてください。

　やはり幾つになっても、「女（ひと）と男（ひ
と）　８０才過ぎても　お互いに　おしゃれ忘
れず　笑顔忘れず」、このようにありたいです
ね。ありがとうございました。

　じゃ、次をお願いします。「親の介護は夫も
妻も初心者マーク　２人で取ります　介護休
暇」、この一行詩の「介護」のところを「育児」
に変えてもいいなと思ったんですよ。「子供の
育児　夫も妻も初心者マーク　２人で取ります
　育児休暇」、ねえ、いいでしょう。

　介護なんですけれども、２人で介護休暇をと
ると書いてありますが、２人で介護休暇をとれ
ば心強いですよね。２人で力を合わせて介護を
することで信頼感が増して、お互いのよいとこ
ろを再発見できるんじゃないでしょうか。ま
た、介護というのは、介護疲れがとても問題に
なります。２人でやっていれば、どっちか１人
が休むことができますよね。そういう点でも、
とてもいいことだと思います。いつか必ず来る
介護生活ですから、親が元気なうちから学習す
るということも大切かもしれませんね。

　「親の介護は夫も妻も初心者マーク　２人で
取ります　介護休暇」、ありがとうございます。

　では、次です。お願いします。「介護は夫婦
の共同作業　年老いた時のリハーサル」、また
介護が出ましたね。前の作品と通じるところが
ありますが、年老いたときのリハーサルという
のは、夫婦で介護をし合わなければいけないと
いうことが入っています。年をとっていくと、
老老介護になってしまいます。

　はい、それでは皆さんに質問します。よろし
いですか。色紙をお手元に持ってください。皆
さん、もし介護をしてもらうとき、誰に介護を
してもらいたいですか。若い方は想像してくだ
さい。自分が年をとったときのことを想像して
みてください。誰だったら介護を任せられるか
な。まず、パートナー、配偶者だなと思う人は
青い紙、それから子供に介護してもらいたいと
思う人は赤い紙、いやいや、第三者のほうがい
いよ、施設のスタッフの方とかに任せたいと思
う人は黄色い紙です。よろしいですか。ちょっ
と考えてください。

　よろしいですか。それでは、上げてください、
はいどうぞ。結構いろいろありますけれども、
やっぱり青が多いようですね。でも、黄色もか
なり多いです。赤よりも黄色のほうが多いかも
しれません。ありがとうございました。青とい
うことは、やっぱりパートナー、配偶者なんで
すね。配偶者に介護をしてもらいたいという方
が多かったです。
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　実は、介護のアンケートをとっています。そ
のアンケートの結果では、誰に介護をしてほし
いかという質問に対して、男性の８割、女性の
４割がやはり配偶者にしてもらいたいというふ
うに思っています。次が子供なんですね。女性
の場合は、娘に介護してもらいたいという人が
すごく多いです。

　私は息子が２人で、娘がいないんですよ。と
ても不安なんですけれども、スポーツクラブに
行ったときにサウナにじっと入っていたら、あ
る話し声が聞こえてきました。年配の女性の話
し声なんですが、「うちね、息子じゃけね、余
り介護のこととか任せられんのよね」という話
ですよ。うちも息子なので、耳がダンボちゃん
になっていたんですが、「めいよ、めい」と言
うんですよ。「めいに頼めばいいんよ、めいに」
と言うんですね。そういえば、私もめいが４人
もおるわと思いました。ああ、そうか、今はま
だ小学校や幼稚園なんですが、今からめい孝行
しておけば、「おばちゃん大丈夫じゃろうか」
とかって心配してもらえるかなと思いました。
息子がいて不安な方はめいが頼りですよ。

　アンケート調査では、お嫁さんに介護しても
らいたいという方はかなり少なかったです。で
も、高齢者の虐待を見ると、お嫁さんが虐待を
する割合というのはかなり低いんですよ。

　「介 護 は 夫 婦 の 共 同 作 業　 年 老 い た 時 の リ
ハーサル」、ありがとうございます。私も肝に
銘じておきます。

　それでは、次をお願いします。「大丈夫？　
笑顔で互いを　気遣って　共存　共栄　理想の
男女」、「大丈夫？」ってすごくいい言葉だと思
うんですけれども、相手を気遣う言葉ですよ
ね。また、「笑顔で」という言葉が出てきました。
これもいいですね。

　皆さん、御家庭でパートナーとか家族に「大
丈夫？」という声かけをしていますか。どうで
すか。思い出してください、新婚時代を。新婚
時代、どうですか。ちょっとガシャンなんて音
がしたら、「大丈夫か」って飛んでいっていま
せんでしたか。でも、今はどうですかね。「何
があっても君なら大丈夫、地震、雷、火事、お
やじよりも絶対君のほうが強い」って感じに
なっていませんかね。だめですよ、それじゃね。
やっぱり「大丈夫？」という声かけを、今日、
おうちに帰られたらちゃんとしてあげてくださ
い。「大丈夫かね？」とか、「大丈夫？」という
声かけをしてください。逆に、「あなた、本当

に大丈夫？」って、声かけをされるかもしれま
せんけれども。

　「理想の男女」ってありますけど、最近、若
い人はなかなか結婚する機会が少ないんです
よ。結婚したいと思っていても、家と仕事場の
往復で、なかなか出会う機会がないということ
なんですね。３０代の男性で独身の人は半分も
いるそうですよ、かなり多いです。だから、昔
のように、おせっかいおばさんとか、おせっか
いおじさんが必要なのかもしれません。

　「大丈夫？　笑顔で互いを　気遣って　共存
　共栄　理想の男女」、ありがとうございます。

　それでは、次をお願いします。優秀賞ですね。
「会議中　お茶はセルフで　意見は皆で」、秋田
県の方です。じゃ、皆さんにまた質問しますよ。
会議中のお茶はやっぱり女性が出すほうがおい
しいんよねと思う人は青、いやいや、男性に出
してもらったほうがええいねという人は赤、飲
みたい人が自分のお茶を持ってくればいいん
じゃないという人は黄色です。ちょっと考えて
ください。

　決まりましたか。それでは、出してください、
はいどうぞ。やっぱりほとんど黄色です。でも、
中には青がいらっしゃいます。ちょっとだけ赤
ですね。ありがとうございました。じゃ、山陽
小野田の方は、飲みたい人が自分で持ってくれ
ばいいんよということですね。ありがとうござ
いました。「会議中　お茶はセルフで　意見は
皆で」、本当にうまいこと書いてありますね。
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　私は、埼玉県に以前住んでいたんですけれど
も、今、さいたま市になっちゃいましたが、昔
の大宮というところですね。そこに１４年間住
んでいましたけれども、埼玉県に志木市という
ところがあるんですよ。東京のすぐ近くなんで
すが、その志木市で今から９年ぐらい前に男女
共同参画の条例をつくるお手伝いをしていまし
た。その志木市の市役所に行くと、いつも若い
男性がお茶を出してくれるんですね。これは志
木市が男女共同参画の意識が高いんだよという
のをアピールしていたんだろうなと思うんです
が、やっぱりお茶は自分で持ってくるのが一番
いいかなと思いますね。ありがとうございま
す。

　「会議中　お茶はセルフで　意見は皆で」、あ
りがとうございます。

　それでは、次をお願いします。「主夫３年　
妻の手抜きも見て覚え」、これも会場が沸いて
いましたね。夫の主夫もいいですね。皆さんの
中で、主夫をしたことがある人はいますか。い
たら、ちょっと青い紙を上げてみてください。
いらっしゃる。すごいですね、ぱらぱらですが、
いらっしゃいますね。ありがとうございます。
すばらしいですね。でも、この方は主夫３年と
いうのは、本当頑張っていらっしゃいますね。

「妻の手抜きも見て覚え」ですか、プロ主夫の
道、まっしぐらですね。でも、手抜きも必要な
んですよ。手抜きも技術のうちです。能力のう
ちだというふうに私は思います。

　私の家では、父が定年退職してから、家事は
父と母が２人でやっています。父はお皿洗い担
当です。父はきちょうめんだから、すごくきち
んと洗うんですよ。母はちょっといいかげんな
ので、家族は母が洗ったと言うと、「えっ」と
いう顔をするんですけれども、父が洗ったと言
うと、これは大丈夫だと安心していました。

　私の友達に中国の女性がいます。彼女のおう
ちでは、朝、おかゆをつくるのは夫です。洋服
が破れて繕い物をするのも夫です。子供が病気
になって病院に連れていくのも夫なんですよ。
それを聞いて、私はびっくりしました。そうし
たら、彼女はこう言いました。「得意なほうが
すればいいのよ」、「確かに」って大きくうなず
きました。もう一人、私の知り合いに、妻と話
し合って、１年間仕事をやめようと決心した若
い男性がいます。この１年間でいろんな勉強を
しようと思ったんですね。そうしたら、赤ちゃ
んがやってきたんです。しかも、男女の双子ちゃ

ん。今、夫婦で子育て真っ最中です。一番重要
な１日１日大きくなる、こういう時期にそばに
いられて幸せというふうにおっしゃっていまし
た。男性も子育て、家事を楽しんでもらいたい
ですよね。

　子供時代に失敗した人、つらいことがあった
人、そういう人は子育てをすると、もう一回、
育ち直しができるんですね。子供と一緒に、赤
ちゃんからもう一回成長することができるとい
うふうに言われています。子供ってすごいです
よね。

　ちなみに、家事で一番男性が苦手なこと、何
かわかりますか。いろいろあります。料理とか、
片づけとか、洗濯とかありますけれども、実は
このイラストの中にもあるんですよ。洗濯物を
干すこと、これが一番苦手という人が多かった
ですね。

　「主夫３年　妻の手抜きも見て覚え」、ありが
とうございます。

　じゃ、次、お願いします。今度は特別賞です。
学生さんの作品ですね。「男女とも　個性と能
力　認め合い　広げていこう　明るい未来」、
この式典の最初に、小さいお子さんの少年少女
合唱団が歌を歌われましたね。私もそこで聞い
ていたんですけれども、とてもきれいな歌声で
した。聞いているうちに、涙が出そうになりま
した。私は、よく車で走っていて、歩道のほう
を小さな小学生、男の子と女の子とかが１人で
走って、どうも家に帰るんだろうなという姿を
見ると、この子の家庭が温かい家庭であります
ようにと思わず思ってしまいます。さっきここ
で歌ってくれた小さいあの子たちが大人になる
前に、もっともっといい社会にしなきゃいけな
いなと思ったんですね。それはやっぱり大人の
責任です。大人の責任、それを改めて感じまし
た。

　男と女は違います。子供が産める、産めない、
力が強い、弱いなどありますけれども、ちょっ
と前にはやりました「男性脳」、「女性脳」とい
うように脳が違うというふうにも言われます。
先日、新聞を読んでいたら、こういうのが書い
てあったんですよ。色の見え方も違うんですっ
て、男女で。男の人のほうが女の人よりもちょっ
と赤っぽく見えるそうです。

　そう言えば、うちで飼っていたセキセイイン
コ、カイちゃんというのがいたんですけど、き
れいな青い色をしていたんですよ。私は「きれ
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いな青い色よね、カイちゃんは」と言うと、息
子が「何言っているの、お母さん、きれいな紫
色じゃ」と言うんですよ。「えっ、これ青色じゃ」
と言っても、「紫よ、どう見ても」と言うんで
すよね。おかしいな、何でかなと思っていたん
ですけど、やっと謎が解けました。男の人のほ
うが赤っぽく見えるんです。だから、息子は紫
と言ったんですね。なるほどというふうに思い
ました。

　また、視野、物を見る範囲、視野も男性と女
性では違います。男性は女性よりもちょっと狭
いそうです。だから、物を見つけるときって、
男性は下手じゃないですか。そこあるじゃとか
言っても、見えなかったりしますよね。これも
多分視野が狭いからなのかなと思います。

　男女には、こういうふうに違いがあります。
でも、その違いを指摘し合うんじゃなくて、違
いを認め合い、支えていくことが大切なんです
ね。そうすれば、この一行詩に書いてあるよう
に、明るい未来がきっとやってくると思いま
す。

　「男女とも　個性と能力　認め合い　広げて
いこう　明るい未来」、ありがとうございます。

　それでは、次をお願いします。「「ありがとう」
その気持ちにも「ありがとう」」、山陽小野田市
立竜王中学校の男子学生さんですね。この会場
にいらっしゃったらいいんですけど、すばらし
いですね。わあ、いい詩だなと思いました。ど
うですか、皆さん、知らない人にも「ありがと
う」と声をかけていますか。

　私の実家は瀬戸内海の海のすぐそばにあるん
ですが、昔からの住宅地なので、道がすごく狭
いんですよ。だから、車がなかなか離合しづら
いんですね。でも、ところどころに待避所があ
るので、近所に住んでいる人たちはその待避所
のところで、向こうから車が来ると思ったら
待ってあげます。通り過ぎるときに、通らせ
てもらった車の人がちょっと軽く会釈をした
り、「ありがとう」と手を挙げたりするんです
ね。待っている人もそれに対して軽く会釈をす
る、こういう挨拶が行われると、心が温かくなっ
て、１日とてもいい日だというふうに思っちゃ
うんですね。

　でも、無視して、ふんぞり返って通る人がた
まにいるわけですよ。もう待ってあげて損した
とか思うじゃないですか。頭に来て、１日嫌な
日になったりするんですけれども、でもこうい

うときって、私はこう思います。「いいことポ
イント」１ポイント追加と思うんですよ。いい
ことをしたら、ポイントがたまります。でも、
このポイント、いつ精算できるかというと、閻
魔様の前に行ったときです。閻魔様の前に行っ
たときに、ポイント精算されるわけです。「い
いこといっぱいしたね、じゃあんたは天国よ」
とか言われたりするわけですね。でも、「いい
ことポイント」１ポイント追加と思うだけで、
心がちょっと楽になります。皆さんも試してみ
てください。

　挨拶というのは、心と心のキャッチボールで
す。昔の日本は、どこに行っても挨拶って行わ
れていませんでしたか。よくトイレで待ってい
ても、先に出てきた人は待っている人にちょっ
と挨拶して会釈して出てくるとか、最近でもＡ
ＴＭで待っていたら、先に済ませた人が軽く会
釈をしてくださることがありました。そういう
ときは、この人、「長く待たせてすみません」
という気持ちになっているんだなと思って、い
らいらしていた気持ちがおさまったりします。
そうすると、うれしいんですよね。何か心と心
が通い合ったなというふうに、うれしい気持ち
になります。この一行詩の「「ありがとう」そ
の気持ちにも「ありがとう」」というような気
持ちになります。大人が昔のようなこういうい
い習慣を取り戻せば、子供たちも絶対変わると
思いますよ。大人がしょっちゅう挨拶をしてい
ると、子供も見習って挨拶ができるようになる
と思います。「「ありがとう」その気持ちにも「あ
りがとう」」、これはきっと社会を変えてくれる
んじゃないかなと思います。

　私は、よく講演会の最後に、すてきな贈り物
というワークショップをするんですよ。別に、
私がプレゼントをサンタさんみたいに配るわけ
じゃないんですけれども、最近はこういうこと
をしてみます。２人１組になって向かい合っ
て、手と手が握れる人は手と手を握り合って、

「今までよう頑張ってきちゃったですね、あり
がとう」ってお互いに言ってくださいという
ワークをするんですよ。言う人は、パートナー
になった人のことを全然知らないわけですね、
見ず知らずの他人だったりしますから。でも、
言われた人、「今までよう頑張ってきちゃった
ですね」と言われた人は、頑張ってきたことが
ぶわっと浮かんでくるんです。すごくうれしい
気持ちになるんですよ。ある会場では、自分の
知っている人のところまで行って、手を握り
合って、「今までよう頑張ってきちゃったね、
ありがとう」と言う人もいらっしゃいます。「あ
りがとう」というのが本当にいいんですね。
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　最後に、もう一人、皆さん、「ありがとう」
と言わなきゃいけない人がいますよと投げかけ
るんですよ。誰だと思いますかと言うと、う～
んと考えて、家族とか、いろんなことを言われ
るんですけれども、もう一人、「ありがとう」
と言わなきゃいけない人は自分自身なんです。
今まで頑張ってきたわけでしょう。この体、頑
張ってきたわけですよ。だから、自分に「あり
がとう」と言ってくださいって、最後に言いま
す。皆さんもよかったら自分に、胸をこうやっ
てだっこして、ありがとう、ありがとうと言っ
てください。自分にも感謝しなくてはいけませ
ん。

　じゃ、次をお願いします。最後です。最優秀
賞ですね。「パパとママ　立つ位置変えて　苦
楽知る」、奈良県の何と男性ですよ。すばらし
いですね。本当ですね、立場が変わるとわかる
ことがあります。例えば、ママが社会復帰して、
会社にもう一回行って仕事を再開すると、パパ
の大変さがわかります。パパも家事、子育てを
することによって、ママの大変さがわかりま
す。

　ママは、パパが休みの日には家族サービスを
するのが当然でしょうと思っていました。で
も、自分が会社で働くと、仕事に追われ、上司
にしかられ、得意先に頭を下げる男性社員を見
るんですね。自分の夫と重なってしまいます。
そして、土日には息抜きをしたい、体を休めた
いという気持ちがわかってくるんですね。パパ
も３食昼寝つき、１日子供の相手をしていれば
いい、何て楽しているんだと、ママのことを思っ
ていたんですけど、家事をやれば、家事という
のはやればやるほど切りがない、子供は言葉で
言ってもわからない、やってほしくないことば
かりやる、へとへと、そういうことがわかって
くるわけですね。だから、１日でもいいので、
たまには立つ位置を変わってみましょうという
ことですね。立つ位置を変えてみることで、い
ろんな気づきがあると思います。

　「パパとママ　立つ位置変えて　苦楽知る」、
最優秀賞作品でした。ありがとうございます。

　皆さん、１２作品見てきました。いかがでし
たか。みんなすばらしかったですね。たったこ
れだけの言葉の中にたくさんの意味合いを含め
て、くすっと笑ったり、なるほどというものを
含めるのはなかなか簡単なことではありませ
ん。

　私は、講演会でよく「後出し勝ち負けじゃん
けん」というのをやるんですよ。後から出して
負けるじゃんけんというんですね。２人１組に
なって、最初の人はどんなじゃんけんを出して
もいいんですよ。そのじゃんけんを見て、負け
るじゃんけんを出すんです。グーを出したら
チョキですよね。パーが出たらグーですよね。
頭ではわかるんですよ。でも、やってください
と言うと、大抵みんな思わず勝っちゃうんです
ね。グーが出たら、やった！とパーが出る。チョ
キを見たら、やった！とグーが出る。みんな、
わはははとか、えへへへ、勝っちゃったみたい
な感じになるわけですね。

　これは、実は刷り込みが行われているからな
んです。皆さんが一番最初にじゃんけんをした
ときから、じゃんけんで負けると大変なことに
なるぞ、損をするぞ、嫌なことが起こるぞとい
うのを刷り込まれているんですね。だから、幾
ら負けてくださいねと言っても、グーを見たら
思わずパーが出たりするわけです。男女共同参
画も、ある意味、刷り込みとの戦いかもしれま
せん。

　日本では、男は仕事、女は家で家事、育児、
介護というような、性別役割分業意識というの
がまだまだ根強く残っています。これも刷り込
みなんですよ。さっき私が言いましたよね、中
国人の女性の夫が朝がゆをつくって、繕い物も
して、子供を迎えに行くんだよと言って、私は
びっくりしました。それは、そういうことは女
がするもんだということを私が刷り込まれてい
たからなんですね。

　うちの息子が幼稚園のときに、電車に乗って
ホームを通り過ぎるとき、ホームの端っこの喫
煙所で、女の人がたばこを吸っているのを見ま
した。そして、こう言いました。「女のくせに
たばこを吸っている」、思わず胸ぐらをつかみ
そうになりましたね。「くせにって何よ、くせ
にって、誰に教わったの、そんな言葉」って思
わず言ったんです。幼稚園の子ですよ。幼稚園
の子がそんな言葉を言うんですね。もう刷り込
まれちゃっているんです。

　刷り込みというのは、１日２日ではなかなか
解消できません。でも、一人一人が気づけば、
社会は少しずつ変わっていきます。気づくとい
うのは、すごく重要なことなんですよね。気功
では、「気」というのはエネルギーのことです。
天気、病気、気持ち、勇気、全部「気」がつく
でしょう。気づくということはエネルギーがつ
くことなんですね。だから、とてもとてもいい
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ことです。

　中世のヨーロッパでは、黒死病というペスト
がはやりました。たくさんの人が死にました。
でも、数年後にはペストで死ぬ人が少なくなり
ました。何ででしょうか。とてもいい薬が発明
されたからですか？腕のいいお医者さんがあら
われたからですか？違うんですよ。みんな気づ
いたんです。清潔にしていないと病気になる
と。気づきというのはとても大切なことなんで
すね。

　女と男、性別は自分で選べませんよね。私は
講演会で、女に生まれたくて女に生まれた人、
男に生まれたくて男に生まれた人、手を挙げて
と言います。大抵誰も手を挙げません。中に「は
～い」と元気よく手を挙げる人がいて、ちょっ
と困るときもあるんですけれども、性別を自分
で選ぶことはできません。

　性別を選んで生まれてきたわけではないの
に、それから先の人生が性別で変わるというの
はとても悲しいことですよね。お互い支え合っ
て、喜びも責任も分かち合って、思いやりを持っ
て過ごせれば、みんな幸せに生きていけると思
います。せっかく生まれてきたんですよね。だ
から、女も男もお互いをちゃんと思いあって、
幸せに生きましょうよ。これが男女共同参画社
会です。

　御清聴ありがとうございました。（拍手）

司会（井上京子）
　岸先生、どうもありがとうございました。皆
さん、もう一度盛大な拍手で先生をお送りくだ
さい。（拍手）ありがとうございました。

　ここで１５分間の休憩に入ります。午後３時
２５分から、記念行事第２部に入ります。それ
までにお戻りくださいませ。

　また、よろしければ、行事の途中ですが、ア
ンケート用紙の御記入など、よろしくお願いい
たします。

〔休憩〕

司会（井上京子）
　お待たせいたしました。これより記念行事の
第２部「知っちょる？やまぐち男女共同参画推
進事業者って」と題してのパネルディスカッ
ションを始めたいと思います。

　まずは、参加者の御紹介をいたします。やま
ぐち男女共同参画推進事業者は、現在、山陽小
野田市では６事業者様が認証を受けておられま
す。本日は、各職場での取り組みについて御紹
介していただくため、そのうちの４事業者様に
参加していただいております。

　県から認証を受けられた順に御紹介いたしま
す。白川鉱業株式会社、藤田弘子様。（拍手）
嶋田工業株式会社総務部課長、三井智恵様。（拍
手）西部石油株式会社総務部総務課スタッフマ
ネージャー、椋本まりこ様。（拍手）小野田赤
十字病院看護部長、伊藤泰枝様。（拍手）

　後ほど、職場での取り組みについてお話しい
ただきます。どうぞよろしくお願いいたしま
す。

　さらに、本日、オブザーバーをお迎えしてお
りますので、御紹介します。宇部フロンティア
大学人間社会学部教授、相原次男先生です。（拍
手）

　相原先生は、女性の社会参加や家庭と子育
て、青少年育成などの有識者でいらっしゃいま
す。後ほど、御意見や御感想など、お伺いした
いと存じます。

　なお、コーディネーターは山陽小野田市長白
井博文が、またコーディネーターの補助は担当
であります人権・男女共同参画室長の山根が行
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います。（拍手）

人権・男女共同参画室長（山根和美）
　それでは、マイクをいただきまして、まず、
このコーナーの中で幾つか会場の皆様に市長か
ら質問があります。ここで、お答えいただく方
法を説明させていただきます。

　先ほどもお使いになられました色紙３枚をお
手元にお出しくださいませ。色は信号機になぞ
らえております。青色は「イエス、はい」、赤
色は「いいえ、ノー」、黄色は「どちらでもない、
わからない」を示しております。この３枚から
御自分のお答えを選んでいただきまして、私の
かけ声、「１、２の３、どうぞ」の声に合わせて、
頭のほうにお出しくださいますようお願いいた
します。よろしいでしょうか。

山陽小野田市長（白井博文）
　大体要領はおわかりでしょうか。正面の左に
ありますように、このコーナーは「知っちょる？
男女共同参画推進事業者って」というふうに題
しております。初めに、恐縮ですが、まず質問
から入ります。やまぐち男女共同参画推進事業
者認証制度を御存じの方、どのぐらいいらっ
しゃいますか。

人権・男女共同参画室長（山根和美）
　それでは、お願いします。知っていますとい
う方は青色を、知りませんと言われる方は赤色
を、名前だけは聞いたことが、名称だけは聞い
たことがあるけれど、中身までは知りませんと
言われる方は黄色をお願いいたします。それで
は、１、２の３、どうぞ。

　大分御存じでいらっしゃいますね。それで
も、赤い紙がいっぱいあります。

山陽小野田市長（白井博文）
　私たちとの事前の打ち合わせといいますか、
予想に反しまして、これ（青）が半分ぐらいい
らっしゃるのに驚きました。でも、残り半分は

こちら（赤）です。

人権・男女共同参画室長（山根和美）
　それでは、県の認証制度につきまして、事前
に県からいただいた説明文をお話しさせていた
だきます。資料袋にありますカラーのチラシ
と、それからホッチキスでとめました３枚の資
料をお手元にごらんの上、お聞きくださいま
せ。取組の具体例と書いてございます。

　表題の「やまぐち男女共同参画推進事業者と
は」、男女共同参画に向けた自主的な活動に取
り組んでいると県が認めた事業者です。やまぐ
ち男女共同参画推進事業者の認証制度は、平成
１９年に創設されました。

　この制度の背景を申しますと、少子高齢化が
進み、人口減少社会を迎える現在、女性や高齢
者など、さまざまな人材がそれぞれの意欲と能
力を発揮できる社会をつくることが大切であ
り、そのような社会づくりには仕事と生活の調
和（ワーク・ライフ・バランス）が欠かせません。

　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン
ス）を図り、多様な人材が活躍できる社会をつ
くるためには、行政による取組だけでなく、皆
さんが日々働いていらっしゃる事業者や団体な
どが一緒になって、男女共同参画の実践活動を
進めていくことが大変重要であります。

　このような背景から、社会全体で男女共同参
画を推進する機運を高めるため、男女共同参画
に向けた自主的な活動に取り組む事業者や団体
を県が認証し、広報や必要な情報の提供を通し
て応援する制度が設けられました。対象は、山
口県内に活動の拠点を有し、事業活動を行うす
べての事業者等です。

　認証の要件は、次の４つがあります。まず１
つ目、仕事と家庭・地域生活の両立支援、２つ
目、男女がともに働きやすい職場環境づくり、
３つ目、女性の能力の活用、４つ目、その他の
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働く場における男女共同参画の推進、この４つ
のうちいずれか１つでも取り組んでいれば、認
証事業者になることができます。

　それでは、今申し上げた事項につきまして、
具体的にどのような取組があるか、例を挙げて
御紹介します。

　まず、要件の１つ目、仕事と家庭・地域生活
の両立支援の取組については、例えば育児休業
法で３歳未満の子を養育する労働者は育児短時
間勤務制度を取得できるとされていますが、そ
の期間をさらに延長して、小学校に上がる前の
子供を養育する社員にも育児短時間勤務制度を
取得することができると定めている例がありま
す。また、妻の出産に立ち会うため、父親であ
る男性社員が取得できる休暇制度を設けている
という事例や、事業所の中に託児施設を設けて
いるといった事例もあります。

　次に、２つ目の男女がともに働きやすい職場
環境づくりの取組については、ノー残業デーを
定めて、所定外労働の削減を図っているという
事例や、子供の参観日や三者面談や親を病院に
連れていったりといった用事のために、半日単
位で有給休暇をとれるようにしているという例
などもあります。

　３つ目の女性の能力の活用については、管理
職に女性を登用している事例や、男女を問わず
資格取得や研修参加の奨励をし、応援をしてい
るという事例があります。

　ここまでの説明をお聞きになって、どのよう
な事業者が認証事業者になっているのだろうか
とか、どのような取組を実際にはしているんだ
ろうかと興味をお持ちになった方もいらっしゃ
ると思います。これは、県のホームページに掲
載しておりますので、ぜひごらんください。

　それから、山陽小野田市では、６つの事業者
が「やまぐち男女共同参画推進事業者」になっ
ておられます。県内で２つ目の宣言都市とし
て、これからますます１社でも多く、この認証
事業者になる事業者、団体が増えていければと
期待しておりますので、この制度についてもっ
と詳しい説明をお聞きになりたいという方は、
ぜひ県の担当課へお問い合わせください。問い
合わせ先は、チラシに掲載してございます。

　以上、県からの御紹介でした。

山陽小野田市長（白井博文）
　それでは、ここでステージに上がっていただ
いております各認証事業者の皆様に、職場にお
ける取り組みについて紹介していただきたいと
思います。

　まず、左手前の白川鉱業株式会社の藤田様か
らよろしいでしょうか、よろしくお願いしま
す。

白川鉱業株式会社（藤田弘子）

　私は、白川鉱業の藤田弘子と申します。よろ
しくお願いします。

　最初に、当社は、太平洋セメントグループさ
ん、長州産業さん、山口東京理科大学さんの場
内作業を主にしている会社です。総従業員は
１００名程度です。今日は、私の所属しており
ます太平洋セメントグループでの場内作業を取
り上げてお話しします。

　現在、この職場は７５名ほど在籍しており、
うち女性は１０名です。男女共同参画の事業所
として、このような場所に出るのはお恥ずかし
い限りです。と申しますのは、当社では男女共
同参画に特別取り組んできたとは思っておりま
せん。自然の成り行きでできたことが、男女共
同参画と評価されたのではないかと思います。

　職場は、責任者の部長１名、あとは作業場リー
ダー８名、そのうち３名が女性リーダーです。
当社には、課長、係長というような職制がない
のが特徴です。これから、実例２名の女性リー
ダーのことをお話しします。

　初めて女性リーダーが誕生しましたのは１８
年くらい前で、いきさつを聞きましたところ、
上司から「この人ならという男性がいなかった
から」と言われました。しかし、私が思うに、
この人ならと思える女性だったからだと思いま
す。作業中、ここで私がフォークリフトの運転
ができれば効率のよい作業になると、運転免許
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を持っておられなかったにもかかわらずリフト
の免許を取得し、また、それまでの概念にとら
われることなく職場の改善に取り組み、女性な
らではの視点を持ち、丁寧な作業が信頼を生ん
だのだと思います。

　男性の中で働き、また初の女性リーダーとし
て、決して簡単な道のりではなかったと思いま
す。現在も在籍されていますが、６０歳を迎え、
後任にリーダーを託し、一作業員としてリー
ダーを育てておられます。

　その後、２０代半ばの女性が入社してまいり
ました。若い女性で、昔で言う３Ｋの職場、作
業するだけでも大変だと思います。学生時代
は、料理、被服関係を専攻されていて、まるで
畑違い。しかし、機械、フォークリフト、セメ
ント製品の勉強を熱心にされ、作業に必要な
免許も各種取得し、人間性は言うまでもなく、
リーダーとしての資質を持ち合わせた方で、入
社１０年後、我が社２人目の女性リーダーとな
られ、現在、男性５名のリーダーを取りまとめ、
またすべての作業員の人員配置を行っておりま
す。全職場を把握していないとできないことで
す。仕事に真摯に取り組む姿勢は共感でき、誰
もが認めるところです。

　今後も、特別なことを行う予定はないのです
が、男性にも女性にも差別することなく、また
思いやりのある働きやすい職場づくりを目指し
たいと思います。

　ただし、いただきもののおやつがあるときだ
けは女性だけで、男女共同参画とは無縁です。

　御清聴ありがとうございました。（拍手）

人権・男女共同参画室長（山根和美）
　ありがとうございました。

　続きまして、嶋田工業、三井様、お願いいた
します。

嶋田工業（三井智恵）
　皆さん、こんにちは。私は、西高泊のバイパ
ス沿いに白く大きな本社ビルがあります嶋田工
業から参りました三井智恵と申します。

　嶋田工業の仕事内容としましては、皆さんも
もう御存じかとは思いますが、総合建設業、建
築、土木、設備、住宅、それから市内を多分た
くさんトラックが走っていると思うんですが、
運送業、くるくる回るミキサー車、生コン車等

も嶋田工業でやっております。現在は、社員が
１１３名で、そのうち女性が２０名おります。
こういった会社の中で、山口県のやまぐち男女
共同参画推進事業者の認証を受けまして、今、
それを推進しております。

　主な取り組みとしましては、仕事と家庭・地
域生活の両立支援ということで、育児・介護休
業制度を取得しやすいように、従業員へ制度の
周知を図っています。育児休業を取得しやすい
ように、職場環境づくりを推進しています。配
偶者出産休暇を設けています。

　この中で、昨年、産休、育休制度を取得し、
現在、時短を使って仕事に復帰した女性がおり
ます。彼女はうちの会社にとっては本当に仕事
がよくできる人なので、今から私も彼女をサ
ポートしていきながら、何とか両立していって
ほしいと思っています。

　それから、配偶者出産休暇なんですけれど
も、こちらのほうも去年、男性が子供さんが生
まれるということで、何名かとっています。

　それから、男女がともに働きやすい職場づく
りということで、従業員の意見を酌み取るため
に、毎年、アンケートを実施し、働きやすい環
境づくりに努めています。週１回、毎週水曜日
にノー残業デーを設けています。半日単位の有
給休暇の取得も可能としています。

　女性の能力活用ということで、従業員の能力
アップのため、研修会の受講や資格取得への支
援を行っています。会社にとって必要な資格で
あれば、会社のほうが全面的に協力してくれま
して、資格を取得しております。私も実は去年、
この年になって建設業２級計理士というのを若
い子たちと３人で、滑ったら会社に行けないな
という状況のプレッシャーの中、頑張って取り
ました。それから、女性の管理職への登用も行っ
ています。
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　以上が主な仕事の中の取り組みなんですけれ
ども、この中で、今、私が嶋田工業でやってき
たことというのをちょっと御紹介したいと思い
ます。

　私は、実は１０年前にパートとして、今の嶋
田工業に入社しました。子育てと仕事の両立と
いう面ではいろいろ大変でしたけども、本当に
働きやすい時間帯で仕事をさせてもらって、子
供の学校行事も小学校、中学校まではすべて参
加しました。子供が２年前、２人とも高校生に
なったのを機に、社長からそろそろ正規社員に
なったらどうかということで、現在、総務部課
長として働かせてもらっています。

　人事、経理、これは普通に当たり前の仕事な
んですけれども、やってみたいと思う仕事を自
由にさせてもらっています。自由にさせても
らっているというか、社長とか幹部にうまくや
る気を引き出さされて、くそっと思う気持ちに
いつもさせられながら、燃えては消え、また燃
えるという、そういう日々を送っています。

　男女共同参画推進も、現在、いろいろと壁に
ぶつかりながら、何とか社員の皆さんに働きや
すい、そして魅力のある職場づくりを目指し
て、日々、奮闘中です。

　今回、たまたま企業として山陽小野田市男女
共同参画審議会の委員としても参加させてもら
い、企業としての取り組みしか理解していませ
んでしたが、毎回、審議会に参加することで、
さまざまなプランの策定が、 家庭、 地域、 学
校、企業、福祉、各団体と、いろんな方々が男
女共同参画推進に取り組んでいることを知りま
した。

　今日、こうして都市宣言の記念式典に参加さ
せてもらえたこと、とても光栄に思います。こ
れからもっと地域の方々に貢献できる企業とし
て、山陽小野田市を盛り上げていけるように努
力していきたいと思います。

　男女共同参画、私が社内でできること、本当
に小さいことなんですけども、社員の皆さんに
嶋田工業で働いてよかった、嶋田工業いいねと
言ってもらえるように、それができたら本当に
私の中で男女共同参画、頑張ったというのが
ちょっと見えてくるような気がします。

　今日はどうもありがとうございました。（拍
手）

人権・男女共同参画室長（山根和美）
　ありがとうございました。

　続きまして、西部石油、椋本様、お願いいた
します。

西部石油（椋本まりこ）

　皆さん、こんにちは。私は、西部石油株式会
社、椋本まりこと申します。よろしくお願いし
ます。

　まず、西部石油の概要を御説明します。当社
は、山陽小野田市西沖５番地に位置し、敷地面
積１９０万平方メートルに、日量１２万バーレ
ルの原油処理能力と３８５万キロリットルの貯
油タンク群を保有する石油基地で、昭和シェル
石油及びコンビナート各社に石油製品を供給し
ている石油精製会社です。

　石油精製会社とは、原油からガソリン、灯
油、ＬＰＧガスなど、石油製品をつくっている
会社です。当社は、原油をサウジアラビアなど
中東地域から、東京タワーと同じぐらい大きさ
のある３３０メートルもある大型タンカーで輸
入しています。大型タンカーは、西部石油沖合
１１. ４キロメートルの周防灘にある係留ブイ
に漂着します。そこから直径１. ２メートルも
ある海底配管を通った原油は、当社に受け入れ
られ、石油製品となります。

　また、今年は、皆様のおかげをもちまして、
創立５０周年を迎えることができました。皆様
の御支援、心から感謝申し上げます。

　当社は、社員数は現在４０２名で、ほとんど
山陽小野田市の山口製油所に勤務しておりま
す。東京本社にも９名が勤務しています。女性
は１２名おり、そのうち既婚社員が６名です。
装置産業であるため、女性の数は少ないのです
が、皆、意欲を持って働いています。私はその
一人で、総務課に勤務しております。業務は、
社員の健康管理、福利厚生、広報活動としての
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社内報作成及び秘書業務を行っています。

　西部石油は、平成２１年に山口県の男女共同
参画推進事業所に認定されました。当社の男女
共同参画に向けた取り組み内容の中で、特に女
性の働きやすさに焦点を当てますと、私も今年
度、管理職に昇格させていただきました。私以
外にも、一般社員の女性３名が、男性社員と肩
を並べるべく昇格いたしました。女性でも頑張
れば資格が上がる制度を採用していることが挙
げられます。

　また、今年は女性の契約社員６名を正社員と
して雇用しました。この６名の女性は、当初は
派遣社員として勤務し、その後、契約社員とな
り、今年度、正社員となりました。このように、
当社は頑張る女性の雇用と能力の活用に力を入
れています。

　西部石油は、女性に優しく働きやすい会社を
目指しているだけでなく、男女ともに社員全員
が働きやすい会社を目指しています。そのため
の施策は多くありますが、私が実施に取り組ん
だものと、女性目線から見て、会社の制度で特
出すべき５つの施策について御説明したいと思
います。

　まず、１つは健康に配慮した施策で、社員の
健康管理は会社の責務という理念のもと、健康
診断の健診項目が多く、１次検査において再検
査という結果になった場合も会社が費用を全額
負担し、１００％の２次検診受診率を目指し、
達成しています。そのほか、レクリエーション
行事を健康行事として捉え、定期的にハイキン
グ、ウオークラリー、バーベキュー大会を開催
し、社員がリフレッシュでき、社員同士が親交
を図れる行事を毎年企画し、実施しています。
メンタルヘルス施策にも計画的に取り組んでい
ます。これらの業務は、私が中心となってさせ
ていただいています。私が社員の健康管理につ
いて企画検討した内容を会社が採用してくれ、
他の社員協力のもと、組織的に実施していま
す。私は、男女の性に関係なく、会社の施策づ
くりに貢献できていることを実感しています。

　次に、働きやすい職場環境づくりの施策で
す。

　男女がともに働きやすい環境づくりを目指し
ています。所定外労働時間の削減としては、毎
週水曜日、ノー残業デーを設定しています。ま
た、各職場の時間外実施状況を社内ブログにて
掲示し、社員の誰でも見ることができます。さ

らには、有給休暇が取得しやすいように夏休み
取得キャンペーンを実施し、時間外の状況と同
じように、各職場の有給休暇取得状況が社内ブ
ログに掲示されています。しかし、業務上、ど
うしても時間外が発生する場合は、４５時間
以上の時間外実施社員には産業医による健康
チェック受診を義務づけ、時間外による健康被
害がないようにしています。

　次に、教育・研修に対する施策ですが、当社
は危険物を取り扱う会社ですので、社員の教育
や訓練にも力を注いでいます。当然、女性も参
加しています。資格取得支援では、受験費用の
補助や、それに伴う出張費や図書費を会社が負
担してくれます。特定の資格を１回で合格した
社員に対しての報奨制度もあります。私を初
め、危険物の資格を取得している女性も何人か
います。また、自己啓発として通信教育制度が
あり、費用を会社が半額負担して受講できま
す。語学や自分の興味のある内容、資格につい
て受講できます。私も、この通信教育制度を活
用して、日商簿記２級の資格を取得しました。

　次に、仕事と家庭生活の両立支援の施策です
が、育児休業制度等は社内規程で制定されてい
ます。現在、この制度を利用した社員はおりま
せんが、毎年、２０人前後の新入社員を採用し
ていますので、将来的には女性も男性も利用す
る社員が出てくるのではないかと思っていま
す。介護休業制度も社内規程で制定されていま
す。高齢化社会に伴い、介護の問題は社員にとっ
て重要な課題となっていますので、今後、これ
らの制度を活用し、自分自身で無理なく働きや
すい環境づくりをつくってもらいたいもので
す。

　これらの制度に加えて、子の看護休暇、介護
休暇制度があり、これらの制度は法的には無給
でよいのですが、当社では有給の休暇制度と
なっています。積立年休を使用することができ
ます。積立年休とは、時効によって消滅する年
次有給休暇を積み立てる制度です。時効となる
積立年休を使うことができますので、従業員に
はとてもメリットのある制度になっています。
子の看護休暇、介護休暇の制度を今まで使用し
ている社員は何人かおります。

　これ以外に、働きやすさの施策として、フレッ
クスタイム制度があります。始業時間、終業時
間を社員に委ねている制度で、本来は１日７. ５
時間働かなくてはならないのですが、社員はコ
アタイムとして１０時から１５時まで仕事を行
い、別の日に時間を調整することができます。
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休暇をとらずとも、朝少しおくれての出社、少
し早目の退社ができるなど、ワーク・ライフ・
バランスのために非常に使える制度です。私も
フレックス制度をよく利用しました。

　このように会社が仕事と家庭生活の両立をす
るためにいろいろな制度をきちんと整備し、示
してくれていることは、私が社員の一人として
安心して働ける要因の１つとなっています。

　次に、仕事と地域社会の両立支援の施策です
が、当社では西部ふれあい活動という地域貢献
活動に会社を挙げて参加し、社会貢献を推進し
ている会社です。激甚災害における被災地支援
では、有給の特別休暇を暦日７日間、ボランティ
ア特別休暇として使うことができます。私もボ
ランティアに興味がありますので、ぜひこの制
度を使って社会貢献したいと考えています。

　最後に、現在は働き方が多様な時代と言われ
ています。社員が望む働き方も多様になってき
ています。今の若い社員は、仕事が第一優先と
いうよりは、家族や子供との時間を多くとり、
大切にしたいという人が増えています。会社も
柔軟性を持った施策が必要となり、西部石油と
しても今後も引き続き多方面にわたる施策を講
じていき、男女を問わず有能な人材が実力を発
揮できる環境づくりを目指したいと思っていま
す。

　以上をもちまして、西部石油の説明を終わり
ます。（拍手）

人権・男女共同参画室長（山根和美）
　ありがとうございました。

　続きまして、小野田赤十字病院、伊藤様、お
願いいたします。

小野田赤十字病院（伊藤泰枝）

　皆様、こんにちは。小野田赤十字病院の伊藤
でございます。

　私が持つ男女共同参画という言葉のイメージ
は、女性の待遇を改善して、働きやすい職場環
境づくりをするということです。

　私は、看護学校を卒業して病院に就職しまし
て、ずっと女性の職場で働いてまいりました。
入ったときには男性看護師はいませんでした
が、時代の流れとともに男性看護師や男性介護
職員と一緒に働くようになりました。これは、
男女共同参画が推進されてきた影響もあると思
います。

　看護婦として男性とともに働くという概念が
なかったために、男性用更衣室や男性のユニ
フォームなど、慌てて準備をしたのを覚えてお
ります。病院というところは、女性の待遇より
は男性職員の肩身が狭くならないような配慮を
必要とするところであると考えております。

　看護部長や看護師長、係長などの役職者は全
員女性ですので、今後、男女雇用機会均等法の
観点からも、男女問わず能力を発揮し、管理職
として登用されればいいなと思っております。

　ただ、女性のライフサイクルを考えますと、
結婚、妊娠、出産、子育て、介護などは、女性
の肩にかかるものは依然として大きいものがあ
ります。私自身も結婚して３人の子育てをし、
夫の両親の最期も看取ってまいりました。現在
は実家の母が病気をしておりますので、病院に
連れていったり、薬の管理などをしておりま
す。必要なときは休みをとったりしましたが、
一番の支援はお互いさまという職場の理解で
あったと思います。

　当院では、日本赤十字社本社の規定により、
育児休業や看護休暇、介護休業などがしっかり
と保障されておりますので、必要になった場合
はその制度を利用しながら、勤務を継続するこ
とができます。

　我々、看護という専門職は、継続して実務経
験を積むことが大切であると言われておりま
す。そのためには、これらの制度を活用し、ワー
ク・ライフ・バランスを推進していくことがと
ても重要であると考えております。

　さて、医療を取り巻く環境は、少子高齢化を
初め、大きく変化をしています。団塊の世代の
方が７５歳となられます２０２５年問題に対応
するために、医療、保健、福祉の連携を強化し
ていかなければなりません。住みなれた場所
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で、その人らしい生活を送ることができるよう
に、社会全体として支援していくことが求めら
れております。

　小野田赤十字病院では、健診、救急、高齢者
医療を診療の３本柱と掲げ、一般病棟、療養病
棟、介護老人保健施設において、医療、看護、
介護の提供を行っております。その中で、患者
の皆様や御家族、そして地域の皆様が安心して
療養生活が送ることができるようにという思い
から、今年８月１３日に看護相談外来を開設い
たしました。当院には、専門的な知識・技術を
持つ認定看護師が４名おりますので、それぞれ
の分野に応じた看護を提供しております。

　今回開設いたしました看護相談外来は、摂
食・嚥下相談外来とがん看護相談外来です。摂
食・嚥下という言葉はちょっと難しいんですけ
れど、御病気だとかお年を召されることによっ
て飲み込む力が弱くなったり、むせやすくなっ
たときに、安全においしく食事ができるように
支援していくのが摂食・嚥下相談外来です。

　また、今後、２人に１人はがんにかかる時代
が来ると言われておりますので、がんによる苦
痛や不安を少しでも軽減できるように支援して
いくのががん看護相談外来です。医師には相談
しづらいことや、日常生活の中で困っておられ
ることを気軽に相談していただきたいと思って
おります。

　これらの外来を担当する認定看護師は、６カ
月の研修を受け、１年に１回実施される試験を
受けることになります。県内には養成機関が少
なく、東京、広島、福岡などに研修を受けに行っ
ております。研修期間の６カ月は病院での勤務
はできませんが、地域医療の役割を果たすため
には認定看護師の養成は必要と考え、病院とし
ても支援をしております。

　以上のように、ワーク・ライフ・バランスを
推進する制度やキャリアアップ支援が充実して
いることは、職員のモチベーション向上にもつ
ながり、働きやすい職場環境であると思いま
す。

　以上で御報告を終わります。ありがとうござ
いました。（拍手）

山陽小野田市長（白井博文）
　今度は、会場の皆さんの番です。感想をお聞
きします。

人権・男女共同参画室長（山根和美）
　それでは、ここで会場の皆様に、今、４人の
各事業者の方々から取り組み状況のお話をいた
だきましたが、感想をお聞きしたいと思いま
す。感心した、びっくりしたと思われる方は青
色、驚かなかったと言われる方は赤色、驚いた
ような驚かないような、ちょっとどっちかよく
わからないとおっしゃる方は黄色を上げてくだ
さい。それでは、かけ声いきますね。１、２の
３、どうぞ。ありがとうございます。大半が青
色です。

山陽小野田市長（白井博文）
　どうもありがとうございました。大半が青
色、そういうふうに見えましたけど、それでよ
ろしいでしょうか。

　では、相原先生、今度は出番が回ってきまし
た。ひとつ御感想、御意見、その他何でも、ど
うぞよろしくお願いします。

宇部フロンティア大学教授（相原次男）
　失礼いたします。私も、今、４名の方のお話
を聞いて、大変感心しました。認証を受けた事
業所ならではのご発表だったと思います。私が
見たところ、先ほどの、感心した、と答えた人
は３分の２近くおられたのではないかと思いま
すよ。心に残るご発表ありがとうございまし
た。

　私は日本で男女共同参画の動きが大きなうね
りとなりだした頃から、県や市で男女共同参画
の各種イベント等に多くかかわってきた人間で
すけれども、少なくとも１０年前と比べ、企業
がまじめに男女共同参画に取り組んできている
なという印象を持っています。今日の発表の内
容がそのことを明らかに物語っています。

　認証を受ける条件は同じですが、４名の方の
ご発表からも分かるように、企業としての規模
だとか、どういう業種か、または企業の中で女
性がどのくらいの比率を占めているか、これら
により発表の中身が当然のことですが、随分違
うように感じました。順序は異なりますが、ま
ず、最後にご発表なされた小野田赤十字病院の
伊藤さん。看護職は伝統的に女性の職業でした
が、今日では大きな病院になると男性も少なか
らず看護師として働いています。

　特に、日赤というのは日本では最も権威のあ
る看護職の老舗的存在ですが、先ほど控室でお
聞きしましたところ、伊藤さんは小野田赤十字
病院で看護師６０人、そして介護士も６０人近
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く、男女合せて１２０名近くの専門職の方を束
ねておられる看護部長という要職に就いておら
れます。

　大きな病院になりますと、看護師の職は日本
看護協会等の組織にも守られ、４つの認証条件
も比較的クリアしやすい部分もあったとも考え
られます。しかし、多くの病院の看護師、また
介護士の職場では、伊藤さんが先ほど発表され
たような進んだ制度を備えた病院はそれほど多
くありません。小野田赤十字病院の経営方針と
それを支える伊藤さんを中心とした男女共同参
画を推進するんだという意気込みと毎日毎日の
チームワークの積み重ねが今の病院の姿を映し
出していると理解しました。ご努力に敬意を表
したいと思います。

　西部石油の椋本さんのお話ですが、従業員が
４００人、多いですね。今日の４つの各事業所
の中で一番大きな規模です。しかし、女性はわ
ずか１２人とおっしゃいましたよね。これはま
た、驚きです。男性中心の企業なんですね。そ
ういう中で、椋本さん御自身は、管理者として
御活躍されている。これは言っちゃいけません
かね、先ほどちょっとお聞きした件です。よろ
しゅうございますか。

　椋本さん御自身は、現在、宇部フロンティア
大学で学んでおられるとのこと。そして、来春、
大学院に進学することが決定しているというこ
とをお聞きいたしました。臨床心理士の資格を
取って、自分の企業で従業員の方々のメンタル
な面での専門的なサポートをしていきたい、こ
ういう動機からです。これは椋本さん御自身の
能力アップにかかわることですが、やっぱりそ
ういう方が企業におられるということは、女性
の方々にとってのモデルとなりますし、男性の
従業員にとっても安心して仕事に励めますよ
ね。資格取得にはまだ時間がかかりますし、ご
苦労も多いと思いますがぜひ、実現してほしい
と願っています。

　西部石油では、これは嶋田工業にあっても同
じなんですが、認証に必要な４つの条件をほぼ
完備されています。形式だけでなく具体的な施
策がそこで実施されて、従業員の多くの方が恩
恵を受けておられる。特に西部石油の５つの支
援策は立派だと思いました。

　嶋田工業の三井さんのご発表。先の椋本さん
もそうでしたが、三井さん御自身もいろんな資
格を取っているとのこと。私の聞き間違いかも
しれませんが、三井さん御自身は２年前までは

正規社員じゃなかったんですね。それは自分で
選択されたということ、そうなんですね。それ
で、２年後には課長さんに昇進されています。
大抜擢と言っていいですよね。これは一言で
言って何がそうさせたんでしょうか。１０秒で
お答えくださいませ。

嶋田工業（三井智恵）
　多分、１０年間、パートでやってきたんです
けれども、私の中ではパートとかというふうに
は思っていなくて、社長が本当に男とか女と
か、そういうこと関係なしに、やれる人はどん
どん引っ張っていってくれて、好きなことをさ
せてくれたので、多分そういう抜擢になったん
じゃないのかなと思います。

宇部フロンティア大学教授（相原次男）

　わかりました。やっぱりこれは三井さんご自
身の性格もそうですが、能力と意欲、そしてエ
ネルギーがあったからだと思います。そうは
言っても、最終的には企業のトップの見識と理
解がないと、なかなか難しいですよね。認証を
得るのも、単なる外向けの顔ではなく、企業トッ
プの男女共同参画に対する熱い思いと経営理念
がマッチしなければ不可能だと思います。三井
さんはこの意味からも嶋田工業という立派な企
業に勤められて幸せですね。一層のご活躍をお
祈りいたします。

　最後になりましたが、白川鉱業の藤田さんの
ご発表に対して一言。藤田さんは最初の発表と
いうこともあり、少し控えめにお話しされた感
じがしています。藤田さんのご発表の中で大変
印象に残っているのは、「本当は男にやらせた
かったんだけども、適当な男がいなかったから
女にお願いした」というのがありましたよね。
女性がリーダーになれば、男性はついてこな
い、これはかつてあった男世界の一般的な考え
方だったんですよね。

　今はさすがそれを公言する人も、企業も少な
くなったと思います。藤田さんの先ほどのお話
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で、なるほどと思えることがいくつかありまし
た。企業に貢献できる人間は、男であれ女であ
れ、とにかく技と知恵があり、意欲があり、優
れた人間関係力もある。こういう人間こそが
リーダーとならなくてはならない。この当たり
前のことが、やっと日本の企業社会に定着し始
めたなということを確認することができまし
た。

　何よりも、先ほどのお話で心に残っているの
は、最初に女性としてリーダーになられた方、
１８年前とおっしゃいましたね。その方が６０
歳になられ、自分はその席を降りて、後輩のリー
ダーの養成に当たっておられるという。ここが
重要ですね。男女共同参画はまずは女性が主体
的にかかわらなくてはなりません。女性が女性
を支援し後押しする、こういう関係とそれを生
み出す雰囲気が職場になかったら、男女共同参
画はうまく進まないと思うんですね。

　このことを藤田さんのお話の中で、私自身感
じ取ることができました。藤田さんのご活躍と
白川鉱業のご発展をお祈りいたします。

　時間が気になりますが、もう一言添えさせて
いただきます。４名の発表者の方が、それぞれ
の立場から共通しておっしゃったことがありま
す。企業社会で働く限り、学びを継続すること
の大切さです。このことは男性にとっても同じ
ですが、とりわけ女性が職場で一定の地位を確
保し貢献的に働く上で極めて重要な営みです。
言うまでもなく、企業や事業所はその性格によ
り多少異なりますが、利潤の追求は第一義的な
目的となります。役に立つこと、期待されるこ
と。そのためには、それに相応しい資格や高い
技能や技術が求められます。認証を受けた事業
所は能力向上に向けた努力が認められ、推奨さ
れ、保障された企業・組織でもあります。この
仕組みを大いに活用し仕事に必要な資格を取得
し、質の高い企業組織の一員として貢献すると
ともに、仕事を通して自己実現を図って欲しい
と願っています。このような女性の営みが職場
における男女共同参画を推し進めるバネになる
と考えています。

　認証を受けた事業所は山陽小野田市で現在、
６つだと聞いています。市長さんからも、もう
少しというお話がありましたけれども、制度を
ご存じない企業も多いのではないでしょうか。
認証制度を理解され認証に向け準備されれば、
１０も２０もすぐに行くのではないかと確信し
ています。

　最後になりますが、今日を機に、山陽小野田
市における男女共同参画の動きが軌道に乗り、
さらに進展し、県下のモデルとなりますよう心
よりお祈りしたします。ご発表いただいた４名
の皆さん、本当にありがとうございました。長
くなりました。お許しくださいませ。（拍手）

山陽小野田市長（白井博文）
　もう少し続けたいところですが、一応予定
の時間が参りました。国の内閣府からいらっ
しゃった高村先生は会場にいらっしゃいます
か。いらっしゃいますね。高村先生、青と赤、今、
事業者の各職場での取り組みをお聞きになっ
て、どっちか出してください。丸ですか、あり
がとうございます。（拍手）どうもありがとう
ございます。

　では、今後とも男女共同参画社会の実現に向
けて、市民の皆さん、そして事業者、行政がと
もに歩んでいくことができればというふうに
願っています。行政も精いっぱい頑張りますか
ら、どうぞよろしくお願いします。（拍手）

人権・男女共同参画室長（山根和美）
　会場の皆様、いま一度、パネリストの各事業
者の皆様、そして相原先生に盛大な拍手をお願
いいたします。（拍手）

司会（井上京子）
　以上をもちまして、平成２４年度内閣府男女
共同参画宣言都市奨励事業、山陽小野田市男女
共同参画宣言都市記念式典を終了いたします。

（拍手）

　なお、本日は宣言都市記念版「女（ひと）と
男（ひと）の一行詩」をお配りいたします。ロ
ビーにてアンケート用紙を御記入の上、御提出
ください。

　本日はどうもありがとうございました。
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女性, 
72.9% 

男性, 
26.8% 

無回答, 
0.3% 

１．性 別 

60歳以
上, 72.0% 

50歳代, 
12.7% 

40歳代, 
9.4% 

30歳代, 
5.3% 

20歳代, 
0.6% 

２．年 齢 

主婦（主夫）, 
33.6% 

その他, 
13.3% 

会社員, 
8.0% 公務員, 

7.7% 

パートアル

バイト, 7.4% 

無職, 7.4% 

男女共同参

画推進団体, 
6.2% 

自営業, 
5.0% 

学校関係

（教員・職

員）, 3.5% 

専門職（弁護

士・医師・会計

士等）, 0.6% 

ＮＰＯ職員, 
0.3% 

無回答, 
7.1% 

３．職 業 

山陽小野

田市内, 
91.4% 

山陽小野

田市外, 
6.2% 

無回答, 
2.4% 

４．住 所 

その他 
民生児童委員、公民館長、市議、任意団体エンパワメント

山口、ヘルスメイト、母子保健推進員、ボランティア団体 

知人等から

の紹介, 
28.5% 

その他, 
26.0% 

チラシ, 
15.0% 

山陽小野田市

のホームペー

ジ, 8.7% 

ポスター, 
7.1% 

内閣府発行

「共同参画」, 
2.8% 

新聞, 2.0% 

内閣府男女共

同参画局の情

報メール, 
1.3% 

その他のメー

ルマガジン, 
0.3% 

内閣府男女共

同参画局の

ホームページ, 
0.3% その他のホー

ムページ, 
0.3% 無回答,  

7.9% 

５．式典を知ったきっかけ 

その他 
市広報、職場、市の通知、市の回覧板、母にすすめられ

て、所属団体からの情報、学校からの案内 

男女共同参画都市宣言文唱和 

参加者数       ６５０人程度 
アンケート回答数  ３３９人 

記念式典アンケート集計結果（１）
資料編
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非常に役に立つ

役に立つ

役に立たない

全く役に立たない

無回答

 26.3% 

 59.0% 

 3.2% 
11.5% 

全体評価 

13.0% 

55.8% 

23.6% 

0.9% 6.7% 

内閣府からの報告 

55.8% 35.3% 

3.0% 
5.9% 

女と男の一行詩鑑賞会 

29.2% 

46.0% 

3.5% 
21.3% 

パネルディスカッション 

 
アンケートに寄せられた意見 

 
●唱和をすると、郷土愛がわいてきます。 ●「できる人が

やる」ということに「お互い様」の気持ちを持ってやれば、気

持ちよく協力しあえる世の中になるだろうな。 ●「女と男の

一行詩は」大変素晴らしい啓発活動と思います。心温まる

ものが多く、今後続けてほしい。会場の駐車場の確保に問

題あり、来場者が駐車に困っている方が多かった。 ●あら

ためて男女共同参画について考える機会になりました。あ

りがとうございました。 ●相原先生の最後のまとめが非常

に印象に残った。 ●推進事業者の職場の紹介が一番よ

かった。きっと他の職場にも少しずつ変化が生まれてくるの

では、と期待します。 ●一行詩の色々な解釈が出来、楽し

むことが出来ました。有難う。 ●大変良い企画だったと思

う。又大変勉強になった。ありがとうございました。 ●女と

男の関係。もちろん夫婦関係も含まれますが、どんな人間

関係の中でも思いやりの心が大事ということだなと思いまし

た。と同時に男性も女性も努力をする（同じように）べきだと

思う。 ●「女と男の一行詩」が以前より好きで、読みながら

「分かる分かる」と一人で思っていました。今日は、ＰＴＡとし

て参加しましたが、参加できてよかったです。男女共同参画

がよく分かった。 ●勉強になりました。まわりの方々、家族

に感謝の気持ちを忘れてはならないと改めて思いました。

ありがとうございました。 ●一行詩鑑賞会がよかったで

す。推進事業者認証制度というのを初めて知りました。そ

れぞれの事業所でがんばっている女性がいらっしゃること

に元気づけられました。画面による表示（要約筆記）があ

り、内容がわかりやすかったです。 ●なじみの企業（大・

中・小規模さまざまの）において、女性が責任ある指導的立

場で活躍している様子を知ることができて、嬉しくなりまし

た。私は、専業主婦ですが、他の世界のことを知らなかった

なと思いました。 ●今回発表された企業はすばらしい制

度の中で、女性が働きやすい職場だと思いますが、一般的

には人数が足りないと思います。女性が資格取得の為に

研修に行ける家庭環境にない事も、残念ながらあります。

よりよい制度としてアピールの方法を一考願いたい。 ●
岸かおるさんの講演は感動しました。これからも男女共同

参画に楽しく参加して学びたいと思います。気持ちの持ち

方ですべては良い方向に進んでゆくのですね。ありがとうご

ざいました。 ●パネルディスカッションの持ち時間の配分

を考慮してもらいたい。４人共発表したいことが山ほど有る

ことは良くわかります。公務員はどうなっているが知りた

い。 ●相原先生がとてもいい見解を話されてましたが時

間が長すぎました。おしいことです。今日は盛り沢山だった

のでやむを得ないと思いますが…ゆっくり丁寧に聞きたかっ
たです。 ●まだまだ男女共同参画が皆さんに理解される

には時間が必要だと感じました。  

記念式典アンケート集計結果（２）
資料編
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山陽小野田市男女共同参画宣言都市実施要領
資料編

平成２４年度　山陽小野田市男女共同参画宣言都市奨励事業実施要領
　　　　　　　　　　　　　　　
１　趣　旨 

　女性と男性が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い性別にかかわりなく、その個性と能力を十
分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は２１世紀の我が国社会が持続可能であるための最重
要課題である。
　そのためには、国における取組に加えて、国民の生活により身近な地域社会から、男女共同参画（女性
と男性が共同、あるいは協働して社会のあらゆる分野に参画し誰もが自己実現が可能な社会の実現）を推
進する必要がある。
　そこで、本事業を通して市・市民・事業者を挙げて男女共同参画都市宣言を実施することにより、男女
共同参画社会づくりに対する気運を広く醸成し、市内外にもアピールするとともに「さんようおのだ男女
共同参画プラン」の基本理念に基づく施策をより一層推進し、市・市民・事業者との連携と協働による男
女共同参画社会づくりを促進する。

２　事業の内容
（１）男女共同参画都市宣言　～　市長声明方式による

　平成 24 年 9 月 29 日（土）記念式典において「市長声明」を行い、会場参加者による宣言文唱和を行う。

（２）山陽小野田市男女共同参画宣言都市記念式典の開催
　①主　催　　内閣府・山陽小野田市
　②日　時　　平成 24 年 9 月 29 日（土）13:00 ～ 16:00
　③会　場　　文化会館（山陽小野田市大字郡 1754 番地　℡ 0836-71-1000）
　　　　　　　　　　　　　　　～アクセス：ＪＲ厚狭駅新幹線口から徒歩 3 分～
　④対　象　　市民ほか 750 人程度
　⑤内　容　　12：20　　開場、受付
　　　　　　　13：00　　オープニングアトラクション（20 分）
　　　　　　　　　　　　　　（「山陽小野田少年少女合唱団」）
　　　　　　　13：20　　開会（20 分）
　　　　　　　　　　　　主催者挨拶（内閣府、山陽小野田市）
　　　　　　　　　　　　来賓祝辞（県知事、市議会議長、宇部市長）
　　　　　　　　　　　　来賓紹介
　　　　　　　13：40　　市長声明と、会場参加者による宣言文唱和（10 分）
　　　　　　　13：50　　内閣府からの報告（20 分）

　　　　　　　14：10　　記念行事第 1 部
　　　　　　　　　　　　「　第１４回　女

ひと

と男
ひと

の一行詩　入賞作品発表・鑑賞会　」
　　　　　　　　　　　　講師 / 岸　かおる氏　（インディゴ・ブルー代表）（60 分）
　　　　　　　15：10　　休憩（10 分）
　　　　　　　15：20　　記念行事第２部
　　　　　　　　　　　　パネルディスカッション（40 分）
　　　　　　　　　　　　「知っちょる？やまぐち男女共同参画推進事業者って」
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　　　　　　　　　　　　～やまぐち男女共同参画推進事業者の職場における取組について～　
　　　　　　　　　　　　パネリスト　　　：市内認証事業者
　　　　　　　　　　　　オブザーバー　　：宇部フロンティア大学教授 相原次男氏
　　　　　　　　　　　　コーディネーター：市長
　　　　　　　16：00　　閉会
　⑥その他（連携事業）
　　展示　：　記念式典において、以下の展示を行う。
　　・平成１１年度（第１回）から２４年度（第１４回）までの「女

ひと

と男
ひと

の一行詩」の優秀作品の展示
　　・「女性の日」事業（第１回・第２回）の写真展ほか

（３）その他
　①宣言都市看板の設置
　　宣言都市を記念して市民に広く啓発・周知のため、庁舎前に看板を設置する。

　②冠事業の募集
　 　宣言するにあたり、市等が主催する行事を対象に「山陽小野田市男女共同参画宣言都市」という冠（ク

レジット）を入れる事業を募る。

　③男女共同参画宣言都市の広報
　 　山陽小野田市広報、山陽小野田市ホームページ、ＦＭ山口の「山口シティインフォメーション」での

広報。

３．男女共同参画社会づくり推進事業
（１）「女性の日」事業の実施

 　男女共同参画を目指して、本市独自に平成２２年度に１０月１日を「女性の日」と定め、その日に近い
週末を男女共同参画推進のための記念日事業として講演会等を実施している。第１回（平成２２年度）は、
内閣官房審議官を招いて講演会を実施、第２回（２３年度）は学術研究分野への女性参画を啓発するため、
企業の第一線で活躍する地元大学出身の女性を講師に招き、地元女子生徒を対象として体験談を披露。理
系を目指す女子生徒の夢を育む契機ともなり、少しずつ着実に男女共同参画の啓発となる事業を推進して
いる。第３回目となる本年は、内閣府との共催による都市宣言事業を実施する。

（２）「さんようおのだ男女共同参画プラン」改訂版の作成
 　平成１７年３月２２日、合併と同時に「山陽小野田市男女共同参画推進条例」を施行し、それに基づく
基本計画（行動計画）として「さんようおのだ男女共同参画プラン」を１９年６月に策定した。基本計画
は５年ごと見直しを行うこととしており、このほど国・県の動向を加味し、審議会の意見を盛り込み具体
例も実施計画と並行記載するなどわかりやすさに努め、プラン改訂版（平成２４年～２８年までの５か年）
を策定した。

（３）男女共同参画審議会の設置
 　「山陽小野田男女共同参画推進条例」に基づき、男女共同参画推進に関する施策を、総合的かつ計画的
に実施するうえで必要な事項を審議するため男女共同参画審議会（公募委員を含む）を設置しており、「さ
んようおのだ男女共同参画プラン」について毎年８月、２月に審議会を開き計画や実績について提言等を
受けている。
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（４）女性団体連絡協議会との連携
　市内１4 女性団体（食生活改善推進協議会、母子保健推進協議会、母子寡婦福祉連合会、消費者の会、
連合女性会、山口県看護協会小野田支部、小・中学校ＰＴＡ連合会、ＪＡ山口宇部女性部、山陽商工会議
所女性会、小野田商工会議所女性会、山陽更生保護女性会、小野田更生保護女性会、山口県漁業協同組合
山陽小野田支部女性部、生活改善実行グループ連絡協議会）の会長で組織され「男女共同参画社会を目指
し政治・経済に関心を持つ」「団体間の連携」「男女共同参画プランの学習・推進」の３点を重点目標に男
女共同参画社会づくりに向けて様々な事業を３団体ずつが当番制で実施。女性団体連絡協議会の事業活動
への財政的支援や情報提供に務め、更なるネットワークづくりへ向けて模索・連携し、支援を行う。

（５）男女共同参画推進本部・幹事会の設置
　市の男女共同参画に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、部課長クラスで男女共同参画推
進本部・幹事会を設置。「さんようおのだ男女共同参画プラン」等の推進のため、必要に応じ、会議を開
催する。

（６）各種審議会等への女性登用の推進
　「さんようおのだ男女共同参画プラン」の施策内容に掲げ、2016 年（平成 28 年度）までに女性委員の割
合を 30.0％以上に増やすことを目標とする。

（７）職員研修の実施
　地域行政の担い手である職員自らが男女共同参画に対する理解を深め、市民の模範及び牽引役となるべ
く研修を実施するとともに、啓発事業への積極的な参加を働きかける。
実施期間：年度内

（８）男女共同参画週間における啓発事業の実施
　６月２３日～２９日の間の土曜日に男女共同参画社会づくりに向け、時代に即応した内容について専門
家による講演会を開催し、広く市民に啓発する。

（９）男女共同参画に関する広報
　市広報に男女共同参画のコラムや「女

ひと

と男
ひと

の一行詩」を掲載するとともに市・県・国等の新たな情報の
提供に努める。

（１０）ＤＶ相談の実施
　ＤＶ相談業務を行い、被害者の身の安全確保を第一に対処する。庁内の関係部署からなる配偶者等暴力
相談支援連絡協議会を定期的に開催して連携強化を図り、関係機関実施の研修会等にも積極的に参加する。
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山陽小野田市男女共同参画宣言都市 ポスター
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山陽小野田市男女共同参画
宣言都市 チラシ
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「第１４回女
ひと

と男
ひと

の一行詩」冊子・入賞作品

今
年
度
の
「
女ひ

と

と
男ひ

と

の
一
行
詩
」
入
選
作
品
を
紹
介
し
ま
す
。

「
女ひ

と

と
男ひ

と

の
一
行
詩
」
と
は
…

◎
最
優
秀
賞

　
パ
パ
と
マ
マ　

立
つ
位
置
変
え
て　

苦
楽
知
る

（
奈
良
県
宇
陀
市
　
渡
辺
　
勇
三
さ
ん
）

◎
優
秀
賞

　
会
議
中　

お
茶
は
セ
ル
フ
で　

意
見
は
皆
で

（
秋
田
県
大
館
市
　
児
玉
　
由
美
子
さ
ん
）

　
主
夫
３
年
妻
の
手
抜
き
も
見
て
覚
え

（
奈
良
県
生
駒
郡
三
郷
町
　
小
林
　
和
幸
さ
ん
）

◎
入
　
選

　
好
き
嫌
い
食
べ
て
み
れ
ば
食
べ
ら
れ
る　

人
と
の
付
き
合
い　

そ
う
あ
り
た
い

（
山
口
県
宇
部
市
　
桶
田
　
敏
治
さ
ん
）

　
飲
め
な
い
男
も
五
千
円　

酒
豪
の
女
も
三
千
円

（
愛
媛
県
松
山
市
　
神
田
　
三
千
代
さ
ん
）

　
気
に
せ
ず
に　

寝
て
い
ろ
俺
が
や
る
か
ら
さ　

パ
パ
の
お
粥
が　

特
効
薬

（
山
口
県
防
府
市
　
竹
重
　
満
夫
さ
ん
）

　
女
（
ひ
と
）
と
男
（
ひ
と
）　

80
才
過
ぎ
て
も　

お
互
い
に

　
お
し
ゃ
れ
忘
れ
ず　

笑
顔
忘
れ
ず（

千
葉
県
野
田
市
　
古
矢
　
す
み
江
さ
ん
）

　
親
の
介
護
は
夫
も
妻
も
初
心
者
マ
ー
ク　

２
人
で
取
り
ま
す
介
護
休
暇

（
兵
庫
県
篠
山
市
　
細
川
　
多
仁
子
さ
ん
）

　
介
護
は
夫
婦
の
共
同
作
業　

年
老
い
た
時
の
リ
ハ
ー
サ
ル

（
山
口
県
宇
部
市
　
工
藤
　
敏
子
さ
ん
）

　
大
丈
夫
？　

笑
顔
で
互
い
を　

気
遣
っ
て　

共
存　

共
栄　

理
想
の
男
女

（
鳥
取
県
鳥
取
市
　
小
林
　
純
子
さ
ん
）

◎
特
別
賞

　
男
女
と
も　

個
性
と
能
力　

認
め
合
い　

広
げ
て
い
こ
う　

明
る
い
未
来

（
鳥
取
県
鳥
取
市
立
湖
山
小
学
校
　
大
野
　
功
基
さ
ん
）

　「
あ
り
が
と
う
」
そ
の
気
持
ち
に
も
「
あ
り
が
と
う
」

（
山
陽
小
野
田
市
立
竜
王
中
学
校
　
池
田
　
達
登
さ
ん
）
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山陽小野田市男女共同参画宣言都市記念式典
関連事業

資料編

○「女性の日」事業写真パネル展

○「女
ひと

と男
ひと

の一行詩」応募作品展

記念式典会場

○ 男女共同参画　図書コーナー

－62－




